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指定管理者制度の運用に関する指針等の見直しについて 
（令和８年３月 見直し箇所） 

 

１．指定管理者制度の運用に関する指針の見直しの要点 
 
〇 指定管理料（P5） 
➤ 応募の際に求める収支予算書について、賃金上昇及び物価上昇を考慮する旨を解説

に追加 
 
〇 候補者の選定基準及び選定の視点（P14） 
➤ 解説の追加 

➤ 選定委員会の審査の結果、適切な指定管理候補予定者を選定できなかったときの対
応を解説に追加 

 
〇 選定結果（P15） 
➤ 解説の追加 

➤ 選定委員会での反対意見の取り扱いを記載 
 
〇 事業報告書、収支報告書の提出について（P17） 
➤ 報告書の提出期限の例外規定を記載 

➤ 指定管理者の経費についての解説を追加 
 
〇 導入に向けたスケジュール（P20～21） 
➤ ７月の募集要項等を作成後、議会へ報告する旨を記載。 
➤ 指定通知発出の際に指定管理者制度担当課への合議を追加。（事務決裁規程に準ずる） 

 

２．（施設名）指定管理者募集要項（案）の見直しの要点 

 
〇 委託料について（P2） 
➤ 応募の際に求める収支予算書について、賃金上昇及び物価上昇を考慮する旨を記載 
➤ 指定管理料から支出することが不適当な経費の例を記載 

 
〇 様式４（P16）（収支予算書） 
➤ 賃金上昇及び物価上昇を加味して所要見込み額を算定する旨を記載。 
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３．（施設名）管理運営業務仕様書（案）の見直しの要点 

 
〇 物品の帰属等（P5） 
➤ 指定管理料により購入した備品は市に帰属する旨を記載。 
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「指定管理者制度の運用に関する指針の改訂案」に対する意見への対応 

所属 資料 ページ数 該当箇所 意見 対応 

子育て支援課 指針【本

編】 

P20 ８．導入に向け

たスケジュール 

運用開始の前年度７月に「募集要項、業務指

針、事業計画書様式等の作成」とあるが、 

① 議会への報告が必要ではないか。必要な

ら明記してはどうか。 

② 議会へ報告なら６月中に作成した方がい

いのではないか。 

①ご意見をいただいた通り、公募の前に募集要項

等を議会に報告が必要でありますので、「募集要

項、業務指針、事業計画書様式等の作成（議会へ

報告）」と修正いたします。 

②６月議会で条例改正を行うことを考慮して７月

の議会説明会にて報告としています。 

 

令和８年３月２５日 
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１．指定管理者制度の運用に関する指針の目的について 

指定管理者制度の運用に関する指針（以下「本指針」という。）は、指定管理者（地方自

治法（以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

制度の導入に関して準拠すべき基本的事項を定めることにより、指定管理者制度の導入並

びに運用に係る手続等の透明化及び適正化を図ることを目的とする。 

 

２．指定管理者制度について 

⑴ 指定管理者制度の目的 
多様化する市民のニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

のノウハウを活用することにより、市民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減を図る

ことを目的とする。 

 

⑵ 公の施設 
「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設

（法第２４４条第１項）であり、その設置及び管理に関する事項は、条例で定めなければな

らない（法第２４４条の２第１項）とされている。 

 

 

 

【解説】 

 本指針は、法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者の指定の手続きに関する考

え方を示したものであり、この指針を参考として正式な手続きを進めることを要します。 

 また、本市では、法に基づく条例は、個々の公の施設の設置管理条例に位置づけていま

すので、法に基づく諸手続き等については、個々の公の施設の設置管理条例や規則の改正

により効力が生じることになることを留意する必要があります。 

【解説】 

 指定管理者制度の目的として、第一に、市民サービスの向上を図ること、第二に、経費

の縮減を図ることを上げています。このため、指定管理者制度の導入・継続に関する評価・

検証の視点としては、これらの目的の達成に向けた効果についての分析が必要となりま

す。 

 上記の目的を達成するためには、施設所管課は、自ら施設のマネジメントを行い、事業

者と適切な関係を構築していくことが重要です。 
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３．導入に向けた基本的な考え方 

⑴ 募集方法 
指定管理者制度は、市が指定する団体等（一定の団体であれば法人格は必ずしも必要では

ない。）に公の施設の管理運営を行わせる制度であり、その対象は民間事業者等が幅広く含

まれ、そのノウハウやアイデアを活用することにより、多様化する市民のニーズに応え、施

設の効用を最大限に発揮し、管理経費の縮減を図ることを目的としている。このことから、

指定管理者の募集にあたっては、広く門戸を開き、多様な提案を受け入れるため、原則とし

て公募によりこれを行う。ただし、以下に該当する場合は、公募を行わず、特定の者に申請

を行わせることができる。 

 特殊な技能を必要とするなど、専門性が高く、特定の団体に管理運営を行わせるこ

とが客観的に適当と認められる場合 

 指定管理上、指定管理者を緊急に指定する必要が生じた場合 

 現に指定管理者による管理を行っている施設にあたっては、当該公の施設を管理し

ている団体が引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サ

ービスの提供および事業効果が相当程度期待できる場合 

 ＰＦＩ事業などを活用して公の施設を新設する場合 

 

 

⑵ 公募の単位 
公募は、原則として、一つの施設ごとに行うものとする。ただし、相互に関連する施設で

あるため、又は、複数の施設を一の指定管理者により管理することが効果的かつ効率的であ

る場合は、当該複数の施設を合わせて公募することができるものとする。 

 

⑶ 指定期間 
 指定管理者の指定期間は、管理の効率性及び運営の継続性の確保の２つの観点から、ＰＦ

Ｉ事業を除き、原則５年とする。ただし、施設の廃止が予定されている場合その他の特別な

理由があるときは、この期間を延長又は短縮することができるものとする。 

【解説】 

 指定管理者の募集に関しては、原則として公募によりますが、ＰＦＩ事業のように合理

的な理由があれば、公募を行わずに候補者を選定できると考えられます。 
 また、公の施設の候補者の選定にあたり、施設所管課が、公募によることが合理的でな

いと判断する場合は、公募によらない理由を明らかにしたうえで、非公募扱いとすること

ができると考えられます。 

しかしながら、公募によらない候補者の選定を行うにあたり、特定の者による公の施設

の管理が、住民サービスの向上につながり、加えて経費の縮減が図れることになるかどう

かを十分に検討するとともに、市民に対する説明責任が果たせるかどうかなど、指定管理

者制度の趣旨を踏まえた上で判断する必要があります。 
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⑷ 利用料金制度 
利用料金制度は、指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくするための制度である

ことから、指定管理者制度の導入にあたっては、利用料金制度を採用する。 

また、使用者が民間事業者のときには、施設の設置管理条例に基づいて利用料金に 10 割

加算される場合があるため、留意すること。 

【料金の加算の例】 

法人格 利用目的（営利性） 料金の加算 

株式会社 ― 〇 

合同会社、有限会社等の会社 ― 〇 

個人 営利 〇 

それ以外 × 

NPO、社団、財団、社会福祉法

人、学校法人などの非営利法

人（ただし、ここでの非営利

とは利益の配分・分配が禁じ

られているにすぎない。） 

営利 〇 

それ以外 × 

※個人や非営利法人が利用する際にはその利用目的が営利活動かそれ以外で料金を加算

するか判断を行う。 

【解説】 

指定管理者の指定期間は、原則５年としますが、ＰＦＩ事業のように合理的な理由があ

れば、指定期間を別途設定できると考えられます。また、施設の目的や実情を踏まえ、効

果的かつ効率的な管理を行う観点から、施設所管課が指定期間を５年としないことが適

当であると判断する場合も、理由を明らかにした上で、別途指定期間を設定できると考え

られます。 
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⑸ 情報公開と個人情報の保護について 
情報公開については、指定管理者に対して、業務の執行に関する協定書の中で、業務の範

囲内の情報の公開についての取扱いを具体的に義務づけることとする。 

個人情報の保護について、指定管理者は、「個人情報保護法」に規定される「個人情報取

扱事業者」として、同法の定める義務規定を遵守しなければならない。指定管理業務を行う

にあたって個人情報を取り扱う場合には、協定締結等において「個人情報取扱特記事項」を

取り交わすことが必要である。協定書では個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情

報を適正に取り扱わなければならない旨を定める。 

 

 

 

 

【解説】 

 利用料金制度を採用した場合、利用料金を指定管理者の収入として収受させることが

できます。なお、利用料金の額は、各施設の「設置管理条例」に定められている金額を上

限として指定管理者が市長の承認を得て定める金額となりますので、次のいずれかに該

当するときは、必ず利用料金の承認申請書を指定管理者から提出してもらう必要があり

ます。 

また、条例で定められている金額については、特段の表記がない場合、税込みの金額と

なりますので注意してください。（非課税となる取引は、消費税法第６条の規定に該当す

る取引に限定されます。） 

 

（申請書の提出が必要なとき） 

・指定管理者制度を新たに導入するとき【新規施設】 

 ・指定期間が満了となり、指定管理者を新たに指定するとき（現指定管理者を再度指定

する場合も含む） 

 ・利用料金の額を変更するとき 

 

※ 提出様式については、各条例で定められているものです。 

※ 指定期間内に料金の変更がない場合は、年度ごとの申請書の提出は不要です。（指

定期間初年度にのみ申請書を提出。） 

※ 申請書の提出が必要な施設は、条例でその旨を記載している施設に限られます。利

用料金の額が法律等で定められている場合など、『利用料金の額＝条例で定められ

ている額』としている施設については、指定管理者が利用料金の額を定めることは

できません。 

【解説】 

 協定書については、別冊４「管理に関する基本協定書（案）」を参照。 

 業務指針（仕様書）については、別冊３「管理運営業務仕様書（案）」を参照。 
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⑹ 指定管理料 
指定管理料とは、利用料金等の収入で施設の維持管理運営経費の全てを賄うことができ

ない施設において、その収支差額相当額を市が指定管理者に支払う委託料のことで、施設所

管課は、あらかじめ施設の管理運営に必要な経費を客観的かつ合理的に積算し、提案された

指定管理料が適切な金額か判断すること。 

指定管理料の額については、応募者に基準となる額を示す必要があることから、参考とし

て募集の段階で、施設の定員及び過去の管理に要した経費を示すこととする。 

 

 

⑺ 指定管理料の精算 
指定管理料の精算については、管理業務が適正に執行されているのであれば、経営努力の

結果、指定管理者に余剰が生じたとしても、それは経営努力として評価することができるた

め、次に掲げる施設を除き、原則精算しないこととする。なお、精算する場合は、指定管理

者が執行した支出総額が、市が支払った指定管理料に満たないときに限るものとする。 

 新設で執行額の正確な予測が困難である施設 

 

⑻ 指定管理者の第三者への再委託について 
清掃、警備など個々の業務を第三者へ委託することは差し支えないが、管理運営に係る

業務を一括して第三者へ委託することはできない。（各施設の設置管理条例施行規則及び

基本協定書に基づく。）また、公の施設の管理運営の主たる業務を委託することもできな

い。 

 

【第三者への再委託を行う場合の流れ】 

①別記様式１を用いて指定管理者は市へ申請を行う。 

②申請内容に問題がなければ、市は第三者への再委託を承認する。 

 

【解説】 

（１）積算にあたっては、過去の指定管理業務の支出額から利用料金収入と事業収入（指

定管理業務）を除いた額を基本に、施設ごとの諸事情や社会経済情勢を考慮する

とともに経費縮減の検討を行った上で算定する。 

（２）過去の経費の平均額ではなく、５年間の経費の実績額を示すことで、応募者がより

詳細について知ることが可能となる。（別冊３「管理運営業務仕様書（案）」の別

紙１「収入支出実績」を参照） 

（３）当該施設の収支予算書については、指定管理期間内の賃金上昇に加え、物価上昇の

状況についても加味して今後の所要見込みを算定した予算書の提出を求めるこ

と。 

【解説】 

新設施設で、経費や収入の正確な見積りが困難な場合や、経費が大きく変動すること

が見込まれるものなどについて、あらかじめ協議のうえ精算を行う協定を結ぶことが可

能である。 
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⑼ 納付金制度について 
① 目的 

指定管理施設は市民全体の財産であり、その管理を任されている市はこれらを有効に活

用していく必要があり、指定管理者制度を運用する中で一定の利益が見込める施設につ

いて、利益の一部を市に還元いただき、当該施設が有する行政目的実現のための事業等

の財源に充当することにより、市民サービスの一層の向上を図る目的で納付金制度を導

入する。 

 

② 概要 

納付金制度とは、指定管理者制度導入施設において、指定管理者に一定の利益が見込め

る施設については、利益の一部を市に「納付金」として納付させることができる制度で、

納付金については、利益の一定割合とし、公募の際に本市から納付すべき最低基準を示

したうえで申請団体に提案させることも可能とする。 

 

③ 納付金の算出方法 

納付金の算出方法や納付方法等については、あらかじめ募集要項や協定書の中で明確に

示す必要がある。（必要に応じてサウンディング型市場調査により事業者の意見を聴取

する。） 

 

【例】・（固定割合型）利益の２０％を市に納付 

・（提案型）利益の２０％以上で事業者が市に納付する割合を提案 

 

※指定管理者の経営努力によって生じた利益を納付させることで、著しくインセンティ

ブを奪うことのないようにするために、納付金額については、指定管理業務の利益（自

主事業を含む）の５０％以下とする。ただし、提案型でそれ以上の割合が提示されたと

きは、この限りではない。 

 

※納付割合の設定をする場合は、法人税等を考慮すること。 

 

 ④ 納付金の使途 

納付金については、当該施設が有する行政目的実現のための事業等の財源に充当するこ

とを原則とする。 

 

⑤ 対象施設 

施設の性質やこれまでの運営実績、同種・類似の施設の収支状況、また、指定管理者が

施設の初期投資費用などを負担していないことによる施設経営上の優位性等を勘案し、

施設所管課にて納付金制度の導入を判断すること。 
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⑽ 自主事業について 
 指定管理者制度では、指定管理者の創意工夫による自主事業を展開することで、市民サー

ビスの向上が期待されており、自主事業を積極的に推進していくことが望まれています。 

自主事業とは、指定管理者の責任において設置目的をより効果的・効率的に果たすため又

は施設利用者の便益の実現を図るため、施設設置目的の実現に支障のない範囲内において

実施する事業（イベント実施、物販、余剰スペースに収益施設を設置など）で、実施に係る

責任や経費は全て指定管理者の負担となる（指定管理料の充当は不可）。 

実施によって得られた収益は、指定管理者の収入とすることができるが、その一部を指定

管理施設のサービス向上に使用（利益還元）することとし、その方法を仕様書等に記載する

ことも可。（選定時に利益還元の提案を求めることも可。） 

 

【自主事業を実施する場合の流れ】 

①別記様式２を用いて指定管理者は市へ申請を行う。（年度当初の事業計画に記載する

ことでも可とする。） 

②申請内容に問題がなければ、市は別記様式３を用いて自主事業を承認する。 

③指定管理者は会計年度終了後、別記様式４により自主事業について報告を行う。 

 

【施設の一部を占有する自主事業を実施する場合の流れ】 

①別記様式２を用いて指定管理者は市へ申請を行い、行政財産使用許可申請書を提出す

ること。 

②申請内容に問題がなければ、市は別記様式３を用いて自主事業を承認し、栗東市行政

財産使用料条例第２条の規定に基づいて使用料を徴収する。 

③指定管理者は会計年度終了後、別記様式４により自主事業について報告を行う。 

 

 

【解説】 

（１）利益還元には次のような方法が考えられる。 

例１）収益の 50％を利益還元する。 

例２）収益のうち年間 100 万円を利益還元する。（残りは全て指定管理者収入） 

例３）上記を指定管理者の提案とし、審査時の評価項目とする。 

 

（２）目的外使用について 

  地方自治法第 238 条の 4 第 7 項の規定では、「行政財産は、その用途又は目的を妨

げない限度においてその使用を許可することができる。」とあるが、各施設の設置管理

条例では、目的外使用を禁じているケースが多いことから、施設設置目的に即した事業

を実施すること。 

  

 ※納付金制度を採用している場合は、自主事業における利益還元は行わず、納付金制度

の考え方に基づいて納付金を納めさせること。 
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４．条例の整備 

指定管理者によって公の施設を管理する場合は、次に掲げる事項を公の施設の設置管理

条例で規定しなければならない。 

 指定管理者の指定の手続（申請手続、選定基準、事業計画の提出等） 

 協定の締結 

 業務の範囲 

 守秘義務、個人情報の取扱い 

 事業報告書の提出 

 指定管理者が行う管理の基準（休館日、開館時間等） 

 利用料金制度 

 その他必要な事項 

 

 

５．候補者の選定前の手続 

⑴ 包括モニタリング評価の実施及び施設の方向性の決定 
モニタリング分析シートに基づいて、指定管理施設における施設の方向性（指定管理を継

続するか）を総合調整会議にて審議する。 

 

⑵ サウンディング型市場調査の実施 
① 定義 

 サウンディング型市場調査（以下「調査」という。）とは、事業者との直接の対話を通

じて、指定管理施設の公募要件等に関する事業者の意見や新たな提案を把握する等、情報

収集を目的とした調査手法である。また、広く対外的に指定管理施設の情報等を提供する

【解説】 

 根拠法令等を整理すると次のとおりとなる。 

  ・指定管理者の指定の手続き 【法第２４４条の２第４項関係】 

  ・協定の締結 【総務省通知】 

・業務の範囲 【法第２４４条の２第４項関係】 

  ・個人情報の保護 【個人情報保護法第６６条第２項第２号】 

  ・事業報告書の提出 【法第２４４条の２第７項関係】 

  ・指定管理者が行う管理の基準（休館日、開館時間等） 【法第２４４条の２第４項

関係】 

  ・利用料金制度 【法第２４４条の２第８項及び第９項関係】 

  ・その他必要な事項 【法第２４４条の２第１０項関係】  

 

※時代に即した施設のあり方のために、各施設の設置管理条例の改正も検討すること。 
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ことにより、当該施設に対する事業者の理解促進や参入意欲の向上を期待するもの。 

 

② 目的  

▶ 事業者の意見等の収集 

当該公の施設について、意見等を把握する。 

▶ 民間独自のノウハウやアイデアの活用 

事業者からノウハウやアイデア等の意見を収集することで、今後、作成する募集

要項に異なった視点から検討を加えることが可能となる。 

▶ リスクの明確化 

指定管理者に管理運営を委ねるにあたり、隠れたリスクを洗い出すことが可能と

なる。つまり事業者がどんな考え（特に不安）をもっているのか、市と事業者に

認識の相違がないかなどの意見の収集により、必要に応じて募集要項等へ反映す

ることが可能となり、リスク分担の適正化を図ることができる。 

▶ 応募予定者に関する情報収集 

調査により、公募に際して応募予定者の関心の度合いを確認することができる。

また、応募者が少数となる見込みであれば、募集要項等を工夫するなどの見直し

が必要となる。 

▶ 応募予定者への情報提供 

早い段階で調査を実施することで、公募に関する情報を応募予定者に提供するこ

とになり、応募予定者にとっては、応募の検討体制の構築等も容易となる。 

 

③ 対象施設 

 原則として、全ての施設について調査を実施すること。（非公募施設も含む） 

 

④ 調査対象事業者の募集 

翌年度に指定管理期間満了予定の施設を対象に、施設所管課が市ホームページにおい

て参加者を募集する。 

 

⑤ 意見等収集方法  

対面またはオンラインでの個別対話を原則とする。 

 

⑥ 調査期間 

意見等の募集は、１ヵ月程度とする。 

 

⑦ 積極的な情報開示  

調査までに、希望施設の指定管理業務について理解を深めてもらうため、応募者に対し

て、直近の公募の募集要項・仕様書・参考資料などを事前に提供すること。 

また、収支状況や経費（光熱水費や保守点検費用など）の実績などの詳細な情報につい
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ても、参入に向けた検討に資するため、応募者の希望に添って積極的な情報提供に努める

こと。 

 

 ⑧ 収集した意見等の取扱い 

意見等については、住所氏名が不明のもの、誹謗中傷にあたると思われるもの、参加

事業者に損害を与えるもの等を除き市ホームページで公開し、必要に応じて当該意見等

に対する市（施設所管課）の考え方を付するものとする。 

 

⑨ 調査の結果 

調査の結果を受けて、効果的と思われる意見は積極的に募集要項および業務仕様書へ

反映すること。ただし、特定の事業者に有利とならないよう注意すること。 

 

⑩ その他 

本調査への参加実績は、公募の際に評価対象（加点要素）とする取扱いは行わないこと。 

 

⑶ 募集要項の作成 
指定管理者の募集に必要となる事項について、施設や管理業務の内容によって若干の差

異があるものの、概ね次に掲げる項目を定めた募集要項を各施設所管課で作成する。 

 指定管理者制度導入の目的 

 施設の概要 

 業務の範囲 

 指定予定期間 

 管理の基準 

 委託料 

 応募資格 

 申請に必要な書類 

 申請書の受付期間 

 質問の受付期間 

 申請書類等の配布、受付場所 

 選定基準、選定方法 

 選定結果の通知 

 その他施設の事情に応じて必要と考えられる事項 
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⑷ 業務指針（仕様書）の作成 
募集要項の添付書類として、管理運営業務を構成する個々の業務を整理して、その処理方

法について仕様書としてまとめる。 

 仕様書は、概ね次に掲げる項目を各施設所管課で定める。 

 管理運営の基本方針 

 施設の概要 

 利用時間等 

 業務の範囲及び留意事項 

 職員の確保 

 委託料の実績 

 報告書の作成 

 管理運営経費の精算 

 施設等の修繕の費用負担 

 調査、監督、監査 

 物品の帰属等 

 安全管理 

 緊急時の対応 

 個人情報の保護 

 リスク分担 

 損害賠償 

 法令等の遵守 

 協定の締結 

 その他施設の事情に応じて必要と考えられる事項 

 

【解説】 

 指定管理者募集要項については、別冊２「指定管理者募集要項（案）」をひな形として、

施設所管課が作成します。 

（その他施設の事情に応じて必要と考えられる事項についての事例） 

・「国民スポーツ大会」「全国障害者スポーツ大会」等、あらかじめ施設の使用が制限さ

れることが判明している場合における、施設使用制限期間の費用分担 

・前回募集時から指定管理者の業務内容に大きな変更がある場合における理由 など 

【解説】 

 仕様書については、別冊３「管理運営業務仕様書（案）」をひな形として、施設担当課

が作成します。 

 

※業務の範囲については、条例に基づいて整理し、記載すること。 
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⑸ 公募の実施 
① 募集の方法 
指定管理者を公募するときは、概要を広報紙において、また、募集内容等を市ホームペ

ージにおいて、それぞれ公表する。 

 

 ② 応募資格 
申請者の資格は、原則として、次のとおりとし、施設の性質等を考慮したうえで定める。

なお、共同体で申請する場合には、その構成員であるすべての団体が当該要件を満たして

いる必要がある。 

 

 法人その他の団体（以下「法人等」という。）であること。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）等の規定に基づき、更生手続又は再生手続をしていない法人等であること。 

 本市から入札参加資格の指名停止措置を受けていない法人等であること。 

 契約主体の所在地及び本社所在地において納期の到来している国税、都道府県税

及び市区町村税を完納している法人等であること。 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

法人等であること。 

 市長及び市議会議員本人が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれ

らに準ずべき者、支配人及び清算人でない法人等であること。ただし、市長が無限

責任社員等で、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるもので二分の一以上を

出資している法人及び外郭団体等を除く。（根拠法：地方自治法第９２条、第１４

２条及び地方自治法施行令第１３３条） 

 

⑹ 申請関係書類の提出及び受理 
① 申請に必要な書類 

  申請にあたっては、次の書類（(サ)の書類は、共同体で申請する場合に限ります。）を

提出してください。なお、共同体で申請する場合にあっては、(イ）、（オ）から（コ）

の書類は、その構成員に係るものを提出してください。 

(ア)指定管理者指定申請書 

(イ)団体概要書 

(ウ)当該施設の事業計画書 

(エ)当該施設の収支予算書 

(オ)類似施設等管理運営実績表 

(カ)指定申請に係る申立書 

(キ)当該法人の定款又は寄付行為及び登記簿謄本（法人以外の団体にあっては、これらに相

当する書類） 

(ク)申請法人等の指定管理者指定申請日前において直近２年分の収支予算書、事業計画書

及び決算書 

(ケ)納税に関する証明書（発行から３月以内のものに限る） 
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※ 市区町村税の完納証明書、都道府県税の完納証明書、法人税と消費税及び地方消費

税の未納の税額がないことの証明書 

(コ)印鑑証明書（発行から３月以内のものに限る） 

(サ)共同体構成員届出書及び●●管理運営業務に関する共同体協定書（当該共同体協定書

においては、構成する団体ごとの出資の割合又は責任の程度が明確となるように、関係

条項を規定してください。） 

 

② 提出期限 
申請関係書類の提出期限は、募集開始日の翌日から起算して２１日以後の別に定める

日とする。 

 

⑺ 質問書の受付及び回答 
① 質問書の受付 
申請予定者は、募集要項及び仕様書の内容について疑義がある場合、各施設所管課に質

問書を提出できるものとする。なお、質問書の提出方法については、質問書の送付及び受

理が確認できる方法（ファックス又は電子メール）に限るものとする。 

 

② 質問書の提出期限 
質問書の提出期限は、募集開始日から起算して１４日以後の別に定める日とし、申請書

の提出期限と７日以上あけることとする。 

 

 ③ 質問書への回答 
申請予定者から提出された質問書については、回答書の送付及び受理が確認できる方

法（ファックス又は電子メール）により当該回答を申請予定者に送付し、併せて他の申請

予定者にその内容を同様に周知する。 

 

⑻ 公募して応募者がいなかった場合の対応 
  指定管理者を公募し、応募者がいなかった場合は、仕様書の見直し等を検討した上で再

公募を原則としつつ、公募によらない候補者の選定の手続きなど、状況に応じて対応する

こととする。 

 

６．候補者の選定 

⑴ 公の施設指定管理者選定委員会の設置 
① 設置の目的 
指定管理者の候補者の公平かつ適正な選定を行うため、公の施設指定管理者選定委員

会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

 

 ② 組織 



 14 

選定委員会は、政策推進部長、施設所管担当部長及び次に掲げる市長が委嘱する委員を

もって組織する。 

なお、施設所管担当部長については、必要に応じて複数名選任するものとする。 

 公募委員（３人以内） 

 学識経験者（３人以内） 

申請者と委員については、利害関係を有しないことが必要であり、申請者が確定した段

階で利害関係を有することが判明した場合、当該委員を変更する。 

また、本市職員（施設所管担当部長等）が申請者の事業運営や意思決定等に影響を及ぼ

す立場にある役員（顧問、専務理事等）に就任しているときは、委員に加わらないことと

し、必要に応じて、関係部局長等の職員を委員として加えることとする。 

公募委員の募集にあたっては、概要を広報紙において、また募集内容等を市ホームペー

ジにおいて、それぞれ公表する。 

 

③ 候補者の選定基準及び選定の視点 
選定委員会においては、申請者から提出を受けた事業計画書等をもとに審査する。 

審査にあたっては、条例の選定基準をもとに、別表１を参考に、施設ごとの性質に応じ

た採点基準を予め選定委員会で決定しこれにより指定管理者の候補者を選定する。（選定

基準採点表は、指定管理者の実態を踏まえて必要な項目について基準を設けること。） 

【基本的な選定基準】 

 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上が図られること。 

 適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。 

 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

 事業計画に沿って計画的で適切な運営を安定して行う能力を有していること。 

 

 

④ 選定委員会の公開について 
申請者の提案内容には、著作権、特許権、その他事業者などが保有する特別なノウハウ

が含まれることが想定され、事業者などの経済活動上の地位、財産権その他の利益を害す

る恐れがあるため、また、会議において、委員の率直な意見交換や意思決定の中立性が損

なわれる恐れに配慮するため、選定委員会は原則として非公開とする。 

 

⑵ 選定結果 
選定委員会の選定結果を受けて、市長は指定管理者の候補者を決定する。また、選定結

【解説】 

（１）事業者に提案を求める場合は、その提案内容についての採点項目を募集要項にて

示すこと。 

（２）審査の結果、応募団体全てに対して不適合と評価した委員が過半数を超える場合

など、適切な指定管理候補予定者を選定できなかった場合は、原則再公募を行う

こととします｡（公の施設指定管理者選定委員会設置規則第５条第３項に基づき、

議事を決定します。） 
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果を申請者全員に郵送で通知し、選定理由を公表するとともに、候補者に対しては、議会の

議決（法第２４４条の２第６項）を経て指定管理者に指定する旨を通知する。 

なお、申請者への選定結果の通知後速やかに市ホームページにおいて、選定結果等を公表

するものとする。 

 

 

⑶ 指定管理者の指定 
指定管理者の候補者が決定すれば、「公の施設の名称」「指定管理者となる団体の名称」

「指定の期間」について、指定管理者の指定議案としての手続をとる。 

議会での議決後、相手方に指定した旨を通知するとともに、広報紙および市のホームペー

ジへの掲載により市民に周知する。また、必要に応じて指定後に締結する協定の内容につい

て協議を開始する。 

 

⑷ 指定管理者の統合等による再度の指定 

 指定管理者指定後に、指定管理者である団体に変更が生じた場合は、団体の同一性の有無

に応じて、手続が必要となる。手続には時間を要するため、団体に変更が生じることが判明

次第、速やかに指定管理者との情報共有を行う。 

 

① 団体としての同一性の判断 

施設所管課は、団体に変更が生じた場合に、団体の同一性に影響がないかを確認する。

団体の変更は様々であるため、団体の目的、性格、組織、人員体制等から実質的に団体の

同一性を判断する。 

なお、団体としての同一性がある場合でも、指定管理者の指定の前提（事業内容や財務

内容、組織等）が失われ、条例や協定に定める指定管理者の指定の取消事由に該当するこ

とがないかを確認する。 

 

 【同一性がある場合の参考例】 

・単に名称が変更される場合 

・指定管理者である団体が存続会社となる吸収合併 

・組織変更（一般社団（財団）法人→公益社団（財団）法人など）であって、団体の事業内

容や財務内容、組織等に大きな変更がない場合 

・グループ会社内での組織再編（分割・合併）であって、団体の事業内容や財務内容、組織

等に大きな変更がない場合 

 

② 同一性がある場合の手続 

団体としての同一性が認められると判断した場合は、総合調整会議に報告の上、引き続

【解説】 

選定委員会において反対意見がある場合はその意見を基に指定管理候補予定者に改善

を促すこと。（講評に改善を期待する事項を記入すること。） 
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き現指定管理者が施設の管理運営を行うが、施設所管課は状況に応じて、議会へ報告する

こと。 

 

［事務フロー］ 

① 指定管理者から※指定管理者名称等変更届の提出 

② 所管課にて同一性があると判断 

③ 総合調整会議にて、同一性があると判断した理由や現指定管理者が引き続き指定管

理者になる旨を報告 

④ 議会説明会にて報告 

 

③同一性がない場合の手続 

施設所管課は、団体としての同一性がないと判断した場合は、総合調整会議に報告の

上、現指定管理者の指定を取り消し、選定委員会による選定の後、議会の議決を経て新

たな指定管理者を指定する。 

 

［事務フロー］ 

① 指定管理者から※指定管理者名称等変更届の提出 

② 所管課にて同一性がないと判断 

③ 総合調整会議にて、同一性がないと判断した理由や選定委員会による選定の後、議

会の議決を経て新たな指定管理者を指定する旨を報告 

④ 指定管理者から指定取消の申し出の提出（任意様式） 

⑤ 指定管理者の指定の取消 

⑥ 選定委員会による選定 

⑦ 議会の議決を経て新たな指定管理者の指定 

 

※指定管理者名称等変更届は別冊１を参照。 

 

７．指定管理者の指定後の手続等 

⑴ 協定の締結 
管理の基準、業務の範囲など条例で定める事項のほか、業務執行上必要となる事項を両者

により協議し、取り決めておく必要があるため、協定を締結する。 

協定に盛り込むべき事項としては、概ね次のとおりとし、施設の性質等を考慮したうえで

定める。 

 指定管理者に管理させる施設、管理業務の内容 

 報告書の作成、提出 

 調査、監督等 

 指定期間、委託料の額、支払い 

 利用料金、物品の帰属 
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 施設等の原形変更の承認、原状回復 

 損害賠償、非常事態時の対応、リスク分担 

 管理業務の一括委託等の禁止、権利譲渡の禁止、他の業者等への委託の取扱い 

 指定の取消し、管理業務の停止 

 秘密の保持、個人情報の保護、情報の公開 

 文書等の保存、管理業務の引継ぎ 

 その他施設の規模、設置目的など 

 

 

⑵ 事業報告書、収支報告書の提出について 
指定管理者は、毎年度終了後に当該施設の管理業務に関する事業報告書及び収支報告書

を翌年度４月３０日までに市へ提出すること。ただし合理的な理由がある場合はこの限り

でない。 

①事業報告書については当該施設の設置管理条例施行規則を参照すること。 

②収支報告書について下記の図を参考に指定管理者は別記様式５を参考に指定管理業務

と自主事業を分けて収支報告書を作成し、市へ提出すること。 

【解説】 

指定管理者は公金を基に運営されており、その使途については明確に説明し、報告する

責任があります。そのためには、収支の内容が検証可能であることが必要です。なお、指

定管理者に求めるのは、収支に係る報告（「現金主義会計」）であり、指定管理者自らの

経理としての「発生主義会計」に基づく、減価償却費や退職給付引当金繰入額等は収支報

告に含めないことに留意してください。 

 

収支報告に含まない経費の例 

⑴指定管理業務と直接関係のないもの 

・指定管理施設以外の広報費 

・本社経費等の一般管理費（ただし指定管理者の選定時に審査された経費については認め

るものとする） 

・指定管理業務とは無関係の会費や協賛金等 

・会社全体の法人税や別事業に使用する車両の自動車税 

・指定管理業務に係る部分以外の消費税及び地方消費税額納付額 

⑵公金を財源とした支出としてふさわしくないもの 

・交際費（飲食代、贈答品等） 

⑶指定管理期間外に契約・支出したもの 

・減価償却費 

・退職給付引当金繰入額 

・指定管理期間外に発生・支出した費用（ただし、指定管理期間の最終年度においては未

【解説】 

 協定書については、別冊４「管理に関する基本協定書（案）」をひな形として、施設担

当課が作成することとします。 
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払金部分を収支報告に含めるものとする） 

⑷その他法人として支出すべきもの 

・地方法人税（均等割、所得割を含む全て） 

 

 

※協定等の定めにより、指定管理者は管理業務に関する報告書を市に提出することとし、

市は、報告書等により、指定管理者及び業務委託先の職員の配置状況や管理運営費の執

行状況など管理運営の状況を確認した上で、仕様書など市が示した管理運営の内容を

満たしていないと判断した場合は、指定管理者に対して改善を指示する。 

 

⑶ 業務停止命令、指定の取消し 
指定管理者が事業報告書の作成、業務・経理状況の報告及び実地調査並びに改善指示に従

わないとき等管理を継続させることが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又

は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。（法第２４４条の２

第１１項） 

指定の取消しの判断については、各施設所管課で状況を把握したあと市長が決定する。 

【解説】 

 根拠法令について下記のとおり 

指定管理者は毎年度終了後に、当該公の施設の管理業務に関し事業報告書を作成し、

市に提出しなければならない。（法第２４４条の２第７項） 

普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を

期するため、指定管理者に対して当該管理の業務又は経理の状況に関して報告を求め、

実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。（法第２４４条の２第１０

項） 
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また、取消しをした場合、新たに指定管理者の選定を行うまでの間は、緊急の措置として、

業務委託や職員等による対応を検討する。その後については、状況に応じ、再公募するか、

直営にするなどの対応を行う。 

 

⑷ リスク分担 
市と指定管理者で負担するリスク分担については、別表２を参考にして施設ごとの性質

に応じて決定するものとする。 

また、規定した事項以外のことが発生するなど疑義が生じた場合は、双方の協議によるも

のとする。 

 

⑸ 賠償責任保険の加入 
賠償責任保険の加入については、各施設の性質等に応じて判断し、加入させる必要がある

と判断した場合は、指定管理者に加入を義務づける。 

 

⑹ 業務の引継ぎ 
新たに指定管理者を指定した場合は、施設の管理運営やサービスの継続性を確保する必

要があるため、新しい指定管理者の指定期間が開始するまでに引継ぎの確実な履行を担保

する必要がある。引継ぎの履行に当たっては、別記様式６から８を参考に管理業務全般に関

する内容をはじめ、備品や個人情報の引渡しなど引継ぎ事項のチェックリスト等を作成し、

市の立会いの下、新指定管理者と旧指定管理者の間において全ての引継ぎが完了したこと

を確認する。 

 また、新指定管理者には人員体制表を指定管理の開始１か月前までに提出を求め、人員の

引継ぎ等にも配慮し、管理・運営が滞りなく行えるようにする。 

 

 

【解説】 

「管理を継続することが適当でない場合」とは、指定管理者が市の指示に従わない場合

や指定管理者の経営状況が著しく悪化している場合など、公の施設の適正な管理に重大

な支障が生じ、又は生じるおそれがある場合のことです。 

なお、指定管理施設を直営にする場合には、設置および管理条例の改正を要することに

留意する必要があります。 

【解説】 

 業務の引継ぎ以外にも、指定管理業務上で作成した文書、知的財産※の引継ぎを行うよ

う募集段階で仕様書に記載すること。 

※知的財産…各種アカウント（インスタグラム、フェイスブック、Google ビジネスプロ

フィールなど）、ホームページドメイン及び HTML のコード情報等が知的財産にあたる。

（ただし、事業者固有のノウハウは除く） 
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８．導入に向けたスケジュール 

時期 内容 
総合調整

会議 

事務決裁

（指定管理

者制度担当

課合議） 

運
用
開
始
の
前
々
年
度 

10 月 包括モニタリング評価の実施   
 

11 月 
指定管理の継続についての方向性を決

定 
審議事項 ○ 

 

 

12 月 
サウンディング型市場調査の準備 

（実施要領・HPの作成、参加受付） 
  

 

 

1 月 
サウンディング型市場調査の実施 

（１か月程度） 
  

 

 

2 月 公募の準備 

（募集要項・仕様書・協定書（案）の

作成、条例改正の準備） 

  

 

 

3 月 

 

 

運
用
開
始
の
前
年
度 

4 月 議案の提出（条例改正案） 審議事項 ○ 
 

 

5 月    
 

 

6 月 条例改正（６月議会）   
 

 

7 月 
募集要項、業務指針、事業計画書様式

等の作成（議会へ報告） 
審議事項 ○  

8 月 
公募の実施（１か月間以上） 

（必要に応じて施設説明会の開催） 
   

9 月 

申請者の資格審査（施設所管課） 

無資格者に無資格通知 

有資格者に面接の通知 

   

10 月 
申請者の面接 

選定委員会の開催 
   

11 月 
候補者の決定（市長決裁） 

選定結果の通知 
報告事項 ○  

12 月 

債務負担行為の設定（１２月議会） 

指定議案の提案（１２月議会） 

（議決を経て指定管理者を指定） 
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12 月 指定管理者の指定指定通知  ○  

1 月 
指定管理者との協議 

指定管理者の研修 （必要に応じて） 
  

 

 

2 月 

 

 

3 月 
指定管理者との協定書の締結  ○ 

 
業務引継ぎ   

開
始 

4 月 指定管理者による管理運営の開始   
 

 
 ※債務負担行為と指定議案の提案について、議案の提出順序は債務負担行為を先にする

ものとする。 

 ※総合調整会議への付議に関する決裁は、指定管理者制度担当課に合議すること。 
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９．モニタリング分析 

⑴ モニタリングの種類 
① 実態評価 
上半期終了後及び年度終了後、毎年実施する評価 

 

② 包括評価 
指定管理の運用開始の前々年度に実施する評価 

 

⑵ モニタリングの方法 
① 実態評価 

 指定管理者は、上半期終了後及び毎年度終了後、指定管理施設実態調査票を作成す

る。 

 施設所管課は、指定管理者から提出のあった業務報告書（毎月終了後）や事業報告

書（毎年度終了後）、実態調査票等の書類確認に加え、実地調査により指定管理者

の実態を確認し、評価を行う。 

 評価結果については、ホームページに公表する。 

 

② 包括評価 
 実態評価を整理するとともに、指定管理制度の運用による効果を分析する。 

 分析結果に基づき、継続的な制度運用のあり方を評価する。 

 評価結果については、ホームページに公表する。 

 

 

10．その他 

⑴ 指定期間の延長・短縮 
指定管理者の指定後において、下記のようなやむを得ない事情がある場合に限り、指定期

間の延長又は短縮を行うことができるものとする。 

 天災等の特殊要因により指定管理者の公募を実施することが適当でないと判断でき

る場合（延長） 

 指定期間内に当該施設を廃止する場合（短縮） 

なお、延長する場合において、延長後の指定期間については必要最小限の期間とするとと

もに、原則として通常の指定管理者候補者の選定手続きに準じ、現在の指定管理者の実績に

対する評価を踏まえ、引き続き指定管理者として適切であることを審査した上で、議会の議

決を経て新たな指定期間を正式に決定するものとする。 

また、当該施設の廃止により指定期間を短縮する場合においては、当該施設の廃止につい

て議会の議決を得る必要がある。 
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⑵ 公文書の特定・管理・保存 
指定管理者が、指定管理業務を行うに当たり作成又は取得した文書、並びに電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式のほか、人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録をいう。）については、法人税法、消費税法、栗東市公文書の管理に関する条例及

び文書取扱規定等の関係法令に基づいて、適正に管理・保存することとする。 

なお、指定管理者は、能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するよう、

相互に密接な関連を有するものを一つの集合物としてファイル（電磁的記録についてはフ

ォルダ）にまとめ、名称を付け、保存期間を設定する。なお、設定した保存期間は延長する

ことも可。 

【取扱文書の例】 

文書名 保存期間 

施設使用許可に関するもの ５年 

その他軽易な文書 １年 

 

※実態調査時に指定管理者が作成する公文書の目録などを通じて指定管理者が作成・取得

した文書を把握すること。 

※保存期間が終了し、文書を廃棄する場合、指定管理者は必ず市の承認を得て廃棄すること。 

 

⑶ 外部評価 
市民サービスの向上を図ることを目的として、指定管理者による「自己評価」、市による

「内部評価」に加え、年一回、指定管理者は第三者の視点による「外部評価」を実施するこ

ととする。 

評価者、評価項目、評価方法等については、市と指定管理者が事前に協議をして決定する

ものとし、評価結果については市に報告するとともに、広く市民にも公表することとする。

なお、評価方法については、各施設の特性等に応じて適切に設定すること。(アンケートに

よる外部評価も可能とする。) 

 

⑷ 災害等発生時の対応 

栗東市の公の施設は、指定管理者制度導入施設を含めて、地震、風水害、その他の災害等

が発生、又は発生することが予想される場合（以下「災害時等」という。）に、避難所や避

難場所、輸送基地等として使用することが、栗東市地域防災計画に定められている。 

 

① 地域防災計画に指定避難所として位置づけられている施設 

募集要項及び協定書に、災害時の使用内容等について明記した上で、協定書のほかに、別

途「指定管理施設における災害対応に関する協定」（以下「災害対応協定」という。）を締

結するとともに、指定管理者に対して「指定管理者制度導入施設における災害対応の手引

き・指針」に基づく災害時等の体制整備を求めること。 
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② 地域防災計画に位置づけがない施設 

災害時等の状況によっては、今後地域防災計画に指定避難所として位置づけられる可能

性があり、その場合には、災害対応協定の締結と災害時等の体制整備を求めること。また、

災害等発生時には、「指定管理者制度導入施設における災害対応の手引き・指針」に基づき、

利用者の安全確保ならびに避難者への対応を行うこと。 

 

※災害時等の状況によっては、防災計画に定めがない事項について栗東市から協力を求め

る場合があり、その場合は、協力するよう努めるものとすることを募集要項及び協定書に明

記すること。 

  

⑸ 業務継続計画（BCP）の策定の促進 

栗東市国土強靭化地域計画では「不特定多数の者が利用する事業所等の管理者は、自衛消

防組織等を結成し、消防計画、防災計画などをあらかじめ定めるよう周知するとともに、市

は、県と連携して、不特定多数の者が利用する事業所等の管理者に対して、災害時に果たす

べき役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十

分周知するとともに、各事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進する。」と記載され

ている。 

施設所管課は、災害時の指定管理者の役割を明確にし、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を

促進すること。 
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別表１ 指定管理者選定基準採点表（参考）  [6‐⑴‐③関係] 

 

※選定基準採点表は、指定管理者の実態を踏まえて必要な項目について基準を設けること。 

※事業者に提案を求める場合は、その提案内容についての採点項目を募集要項にて示すこ

と。 

番
号

対応様式 配点 点数 得点

様式3-3
10

(5×2) ×2

様式3-3 5

様式3-3
10

(5×2) ×2

様式3-3
様式3-4

10
(5×2) ×2

様式3-5
10

(5×2) ×2

5

様式3-5 5

様式3-6
10

(5×2) ×2

様式4
10

(5×2) ×2

様式3-6 5

様式3-6
10

(5×2) ×2

様式3-6 取組や提案は実施可能な計画か
10

(5×2) ×2

施設の有効利用 様式3-7
10

(5×2) ×2

様式3-5 5

様式3-5 5

様式2
財務諸表

10
(5×2) ×2

様式3-8
様式5

10
(5×2) ×2

社会貢献 様式3-9 5

150

評価コメント欄

点数 合計 適否

5 ９０点以上 適合

4 ９０点未満 不適合

3

2

1

市民の平等利用の確保策

施設運営に関するモニタリ
ング

情報公開

サービスの向上

平等利用の確保

施設の利用促進

広報計画

委託予定業務

管理運営体制

施設の有効利用のための取
組

サービスの向上策

施設の利用促進

利用者の声を反映し、要望、苦情等への
対応策は十分か

経費削減のための効率的な運営が図られ
るものとなっているか

委託予定業務は適切に行われるか

施設の広報計画が適切に行われるか

危機管理・事故防止策への
取組

様式3-5

緊急時の対応策は適切か

施設の利用促進などに関する企画力、意
欲、姿勢、独自性はどうか

施設の有効活用のための新たな業務の提
案があるか

利用者サービスの向上に対する考え方や
取組が優れているか

5

個人情報の保護対策は十分か

安全管理の対策は十分か

基準項目 選定基準 審査する視点

あまりできていない

できていない

合　　　計

管理経費の縮減

事業計画に沿って計画
的で適切な運営を安定
して行う能力を有して
いること。

4

施設の管理運営に必要な経験と実績（類
似施設等での実績含む）を備えているか

職員の確保

職員の研修計画

評価

かなりよく（計画）できている

よく（計画）できている

職員の指導や育成に対する考え方や計画
が、具体的で優れているか

物的能力

人的能力

職員の採用計画や資格、経験は十分か

できている

事業計画の内容が施設
の効用を最大限に発揮
するものであること

3

採点基準 適否基準点

社会貢献 社会貢献活動への取組は十分か

法人の財務状況
申請団体の資本力や信用度がすぐれてい
るか

管理運営実績

利用者の平等利用の確
保及びサービスの向上
が図られること

1

適切な維持管理

適切な維持管理及び管
理経費の縮減が図られ
ること

2

管理運営体制は適切か

全ての利用者に対して公平なサービス提
供が可能な計画か

市民との情報の共有という観点からの情
報公開の対応は十分か

市民サービスの低下を招か
ない経費の縮減 事業運営のために適正な収支計画がなさ

れているか
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別表２ 指定管理者による施設の管理運営上のリスク分担表（負担者側に○） [7‐⑷関係] 

 

種 類 内 容 
分担者 

市 指定管理者 

物価・金利 物価変動による人件費、物品等経費の増及び金利変動による経費の増  ○ 

需要の変動 当初の見込みと異なる状況の発生 

（利用者減による利用料金の減など） 
 ○ 

法令の変更 事業者一般を対象とした法令変更に伴う経費  ○ 

指定管理者の行う業務に直接かかわる法令変更に伴う経費 ○  

税制の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制の変更 ○  

法人としての指定管理者に直接かかわる法令の変更  ○ 

その他の制度変更 市の条例・規則等の廃止その他市の行財政運営上の決定による制度変更

等による経費 
 ○ 

上記の内、公の施設の廃止その他、指定管理者制度に直接かかわる制度

変更等による経費 
○  

施設・設備・物品

等の修繕及び損傷 

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰すべき事

由による施設・設備・物品等の損傷 
 ○ 

施設・設備・物品等の損傷で修繕に係る費用が１件当たり３０万円以上

の場合（注１） 
○  

施設・設備・物品等の損傷で修繕に係る費用が１件当たり３０万円未満

の場合 
 ○ 

上記以外の施設・設備・物品等の損傷 両者の協議による 

資料等の損傷 

 

指定管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

第三者の行為から生じた３０万円未満のもので相手方が特定できない

もの 
 ○ 

第三者の行為から生じた上記以外のもので相手方が特定できないもの ○  

サービス水準 

 

協定等に定めた管理運営サービスの要求水準と比した実績との著しい

乖離 
 ○ 

協定等に定めた管理運営サービスの要求水準を担保することが不可能

な仕様書等の瑕疵 
○  

管理運営上の事故

等に伴う損害賠償 

施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに帰すべき行為に

より利用者に損害を与えた場合又は臨時休業に伴う損害  
○（市が求

償権を行使） 

 

騒音、振動、悪臭の発生等施設の管理上において周辺住民等第三者の生

活環境を阻害し損害を与えた場合 
 

○（市が求

償権を行使） 

市の事故等特別の事情により、施設の管理運営業務の継続に支障が生じ

た場合、若しくは特殊の事情により管理運営サービスの水準及び業務内

容の変更をした場合の経費 

○  

 上記以外の場合 両者の協議による 

運営費の上昇 指定管理者側の要因による運営費用の増大  ○ 

市側の要因による運営費用の増大 ○  

債務不履行 市が協定内容を不履行 ○  
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指定管理者が業務及び協定内容を不履行  ○ 

住民及び施設利用

者の対応 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者等からのクレーム

及び建設的提案・意見への対応 
 ○ 

上記以外の、協定書の検討及び見直しに至るような意見への対応 ○  

施設の競合 競合施設による利用者減、収入減  ○ 

不可抗力 天災、人災、疾病・感染症の大流行など市や指定管理者の責めに帰すこ

とができない事由による業務の変更、中止、延期又は臨時休業 
両者の協議による 

個人情報の保護 指定管理者の責めに帰すべき事由により情報が漏洩し、又はこれに伴う

犯罪の発生 
 ○ 

事業終了時の費用 指定期間の満了又は期間中途における業務の廃止に伴う撤収費用  ○ 

 

注１：１件３０万円以上の修繕であっても、施設の管理運営上、緊急を要するものなどに

ついては、両者協議のうえ、定めるものとする。  

 

※ 協定書本文に記載の項目の再掲を含む。 

※ 上記以外のことで疑義が生じたときは、両者協議のうえ、定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

※ 上記のリスク分担については、施設ごとの性質に応じて決定すること。 
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別記様式 

別記様式１ 

令和  年  月  日 

 

栗東市長 ○○ 様 

 

申請者  住所                  

     法人・団体名              

     代表者名                

 

指定管理施設の第三者への委託に関する承認申請書 

 

 栗東市立○○施設の指定管理者として実施する業務の一部を、下記のとおり実施した

いので、基本協定書第○条第○項の規定により、申請します。 

 

記 

 

業務名 再委託予定業者 
予定委託料 

（千円） 
委託する期間 

    

    

    

    

    

※契約書案など契約内容がわかるものを添付してください。 

 

市承認欄 

上記申請について、第三者への委託を承諾します。 

     年  月  日 

    栗東市長         印    
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別記様式２      

     年  月  日 

年度 指定管理自主事業計画書 

      

栗東市長 ○○  様      

  指定管理者    

 

事業名称（仮称） 事業の目的・概要 実施時期 

収入の内

容、価格表

など 

利用者・目

標数（人） 
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別記様式３   

    年  月  日 

年度 指定管理自主事業（不）承認通知書 

指定管理者   

  栗東市長      

○○年○月○日付で提出のあった自主事業計画書の事業の実施について、下記のとお

り承認（不承認）を決定したので通知します。 

 

記 
 

事業名称（仮

称） 
事業の目的・概要 承認する条件等 

    

□施設の使用にあたっては一利用者として利用料又

は使用料を支払ってください。 

□目的外使用許可申請書を提出してください。 

□目的外使用許可に係る使用料を支払ってくださ

い。 

□不承認とします。（理由：     ） 

□その他（    ） 
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別記様式４      

  令和  年  月  日 

年度 指定管理自主事業報告書 

栗東市長      

指定管理者             

事業名称（仮

称） 
実施時期 収支（円） 

利用者・目標数（人） 

計画時 実績 

    

収入   

    支出   

収支   

    

収入   

    支出   

収支   

    

収入   

    支出   

収支   

    

収入   

    支出   

収支   

    

収入   

    支出   

収支   

    

収入   

    支出   

収支   
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 別記様式５     

 収支報告書 
 【収入の部】    (単位:円) 

項 目 
令和○年度 

（前年度） 

令和●年度 

（当年度） 

前年度比 

増減額 
主な増減内容 

指定管理料     0   

利用料金収入     0   

 
内、利用料前受金（翌

年度利用分） 
    0   

事業収入（指定管理業

務） 
    

事業収入（自主事業）     0   

雑収入（利息ほか）     0   

合 計 （Ａ） 0 0 0   

 【支出の部】       (単位:円) 

項 目 
令和○年度 

（前年度） 

令和●年度 

（当年度） 

前年度比 

増減額 
主な増減内容 

指定管理業務 0 0 0   

人件費 0 0 0   

 給料     0   

 諸手当     0   

 社会保険料     0   

一般管理費 0 0 0   

 消耗品費     0   

 印刷製本費     0   

 通信運搬費     0   

 使用料及び賃借料     0   

 ●●費     0   

維持管理費 0 0 0   

 光熱水費     0   

 修繕費     0   

 手数料     0   

 委託料     0   

 備品購入費     0   

 ●●費     0   

その他支出 0 0 0   

 公課費     0   

 ●●費     0   

自主事業 0 0 0   
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人件費 0 0 0   

 給料     0   

 諸手当     0   

 社会保険料     0   

事業費 0 0 0   

 報酬     0   

 委託料     0   

 消耗品費     0   

 使用料及び賃借料     0   

 
租税公課     

●●費     0   

合 計 （Ｂ） 0 0 0   

損 益 額 (A-B) 0 0 0   

 

内、指定管理業務によ

る損益（前受利用料金

を含む） 

0 0 0   

 

内、指定管理業務によ

る損益（前受利用料金

を除く） 

    

 
内、自主事業による損

益 
0 0 0   

※消費税額を含む金額で記載してください。 

※記載上の前提条件について以下のいずれかにチェックしてください。 

□収支には未収・未払を含む金額を記載しています。 

□収支には未収・未払を含まず、現金預金の実際の収支の金額を記載しています。 

※公金という性質上、指定管理料から支出することが不適当な項目については募集要項

等を参照してください。 
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別記様式６ 

栗   第     号 

令和  年  月  日 

 

現指定管理者  様 

 

 

                            栗東市長  ○○ ○○ 

 

 

指定管理施設の業務引継ぎについて（依頼） 

 

 

 標記の件につきまして、（施設名）の管理に関する基本協定書第３４条第１項に基づき

別紙内容により書類を作成し、引継ぎを実施いただきますようお願いいたします。 

 なお、別紙内容に記載されていない事項であっても引継ぎが必要となるものについて

は、引継ぎをしていただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ 

栗東市〇〇部〇〇課 担当：〇〇 

電 話：077-553-1234（内線：〇〇） 

メール：〇〇＠city.ritto.lg.jp 
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指定管理業務の引継ぎに係る基本事項等 

 

（１）資料の作成等について 

現指定管理者は、当該施設の円滑な管理業務が遂行されるように、下記に示す事項

に関する必要な資料を指定管理業務引継書として作成し、次期指定管理者に提出する

こと。また、指定管理業務の実施に必要な文書及びデータ等については、引継書類と

して次期指定管理者に無償で提供すること。 

  

ア 管理業務に関すること 

・管理事務所の使用に関すること（電話、金庫、警備、鍵等。名義変更の必要なもの

（電気、ガス、受水槽管理、機械警備、消防計画書、危険物取扱、設置許可等）） 

・年間行事予定及びそれぞれの留意事項（催し物等の前年度に決定している行事関係

に関すること等（会議室等使用の調整にかかる事項、各種の共催・主催イベントの

実施状況、持ち込みイベントの状況、継続的な地域連携イベント等における主催者

や関係団体との連携・協力すべき事項なども含む）） 

・施設使用に係る事務処理及び取扱い（許認可手続き、減免手続き、施設利用券等） 

・運営に必要な物品等の引継ぎ（備品（指定管理委託料で購入分）、貸与物品、引継

ぎ物品、持ち帰り物品等の仕分け） 

・ホームページやパンフレット等の広報媒体に関すること（パンフレットの残、デー

タ取扱い等） 

・繁忙期対応に関すること（人員配置等） 

・近隣関係者に関すること（地元、警察、消防等） 

・関係利用者等（団体利用者、ローカルルール等） 

・予約利用者の対応（令和〇年４月以降） 

・異常気象時の対応方法（利用停止措置の方法、市への報告等） 

・苦情要望に関することや運営管理上の課題事項に関すること 

・施設賠償責任保険に関すること 

・災害対応に関すること 

・知的財産に関すること 

・その他、運営上配慮してきたこと 

 

〔引継書類（例）〕 

・指定管理引継ぎ関係書類一覧 

・年間行事予定及び留意事項一覧、イベント報告書等 

・備品台帳一覧 

・近隣関係者、関係利用者一覧等 

・施設予約状況一覧（宿泊者名簿等） 

・異常気象時の対応マニュアル等 

別記様式７ 
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・上記以外の必要な書類 

イ 施設の維持管理に関すること 

【施設管理】 

・各種管理図面 

・施設、設備の点検・検査情報（履歴等含め） 

・設備・機器等の各種点検及び運転マニュアル 

・光熱水費メーター検針方法、支払区分 

・施設、設備の使用や維持管理における留意が必要な事項 

・その他施設・設備の維持管理上の課題事項 

 

〔引継書類（例）〕 

・指定管理引継ぎ関係書類一覧 

・外注業務の業務報告書等 

・維持管理日報、運動施設管理工程表・日報、清掃日誌 

・特殊業務の記録（地元要望による水路清掃、池水抜き等） 

・光熱水費メーター位置図 

・上記以外の必要な書類 

 

（２）引継ぎに係る協議等 

引継ぎに際し疑問等が生じたとき又は上記に定めのない事項については、必要に応

じて協議のうえ定めるものとする。 
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業務引継完了書 

 

令 和   年   月   日 

 

栗東市長 ○○○○ 様 

 

（指定管理施設名）現指定管理者 

                        所在地 

                        団体名 

                        代表者名           印 

                    （指定管理施設名）次期指定管理者 

所在地 

                        団体名 

                        代表者名           印 

 

 下記のとおり（指定管理施設名）の業務引継を完了しましたので報告いたします。 

 

記 
 

１ 施設の名称 

   （指定管理施設名） 

 

２ 業務引継完了日 

   令和  年  月  日 

 

３ 業務引継内容 

   （指定管理施設名）管理運営に関すること。 

    ・管理業務に関すること 

    ・施設の維持管理に関すること 

    ・その他〇〇に関すること 

    （別紙１「指定管理業務の引継ぎに係る基本事項等」を参考とする。） 

 

４ 引継書類 

   別添のとおり 

 

５ 特記事項 

   栗東市が資料やデータの提供及び説明を求めたときには、現指定管理者は指定管理

業務終了後１年間、応じることとします。 

 

別記様式８ 



 38 

参考資料 本指針の構成 

 

 

 

 

 

 

 指定管理者制度の運用に関する指針 【資料編】 

指定管理者制度の運用に関する指針 【本 編】 

別冊１ 「選定委員会に関する事項」 

 【内容】 

  ・指定管理者公募に係る事務手続き関係の書式や文案 

  ・広報紙やホームページにおける掲載文案等 

別冊２ 「指定管理者募集要項（案）」 

 【内容】 

  ・指定管理者募集要項のひな形 

別冊３ 「管理運営業務仕様書（案）」 

【内容】 

  ・管理運営業務仕様書のひな形 

別冊４ 「管理に関する基本協定書（案）」 

【内容】 

  ・管理に関する基本協定書のひな形 

 

別冊５ 「サウンディング型市場調査 事務処理要領」 

【内容】 

  ・サウンディング型市場調査の事務処理手順書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定委員会に関する事項 

 

【別冊１】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗 東 市 
 

 

令和７年１０月 

令和８年３月２５日 

総合調整会議 資料４ 

1407
スタンプ
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目 次 

 

その他 

○指定管理者選定基準採点表 

○指定管理者選定得点集計表（総合） 

○指定管理者選定得点集計表 

  

 項  目 備  考 
ページ

番号 

１ 指定管理者の募集について 広報・ホームページ ３ 

２ 指定管理者選定委員会委員募集について 広報・ホームページ ４ 

３ 指定管理者（候補者）選定委員応募申込書 一般→市 ５ 

４ 
「栗東市公の施設指定管理者選定委員会」委員

就任依頼書 
市→予定公募委員 ６ 

５ 
「栗東市公の施設指定管理者選定委員会」委員

就任承諾書 
公募（学識）委員→市 ７ 

６ 
「栗東市公の施設指定管理者選定委員会」委員

委嘱状 
市→公募（学識）委員 ８ 

７ 
（施設名）指定管理者指定申請に伴う指定管理

者候補者の選定結果について 
選定委員会→市 ９ 

８ 
指定管理者指定申請に係る審査結果について

（選定通知） 
市→申請者 １２ 

９ 
指定管理者指定申請に係る審査結果について

（否選定通知） 
市→申請者 １３ 

10 指定管理者候補者の決定について ホームページ １４ 

11 指定管理者の指定について 議案 １５ 

12 指定管理者の指定について ホームページ １８ 

13 指定管理者の指定について 広報 １９ 
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指定管理者の募集について(広報・ホームページ用) 
 

〇 令和□□年度から□年間の下記施設の指定管理者を募集します。 

 

 

１．対象施設 

 施  設  名 問い合わせ先(担当課) 

① ○○○ ○○課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ 
② ××× 

③ □□□ △△課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ ④ △△△ 

 

 

２．申請書の受付 

 

期 間 令和××年□□月△△日(☆)から□□月△△日(☆)まで（土曜日及び日曜日を除く） 

 

提出先 各担当課までご持参ください。（郵送等による受付は行いません） 

 

  上記①②の施設 ○○課（栗東市庁舎□階） 

  上記③④の施設 △△課（栗東市庁舎□階） 

 

  ※申請書は□□月△△日(☆)より各担当窓口にて配布、および当ホームページからのダ

ウンロードを予定しています。 

 

 

３．募集要項および仕様書等の配布 

 

期 間 令和××年□□月△△日(☆)から□□月△△日(☆)まで（土曜日及び日曜日を除く） 

 

場 所 各担当課窓口にて配布します。（郵送等による配布は行いません） 
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指定管理者選定委員会委員募集について(広報・ホームページ用) 

 

○下記施設の指定管理者を選定するための指定管理者選定委員会を設置するにあたり、指

定管理者選定委員会委員を募集します。 

 

１． 対象施設 

 施  設  名 問い合わせ先(担当課) 

① ○○○ ○○課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ 
② ××× 

③ □□□ △△課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ ④ △△△ 

 

参考 指定管理者制度について 

    指定管理制度導入済施設一覧表 

    指定管理者の募集について 

    栗東市公の施設指定管理者選定委員会設置規則 

     

２．募集人員  ３人 

 

３．開催回数  概ね○回程度（□□月頃）   

 

４．応募資格  

市内在住・在勤の１８歳以上の人（現在、公募委員として市の各種審議会や委員会、協議会

などの委員および議員、公務員は除きます。） 

 

５．応募方法・問い合わせ 

□□月△△日(☆)【必着】までに、所定の「応募申込書」（○○課備え付け・市ホームペー

ジよりダウンロード可）に必要事項を記入の上、下記まで提出ください。（郵送可、ＦＡＸ・

Ｅメール提出は不可） 

成２２年７ 

   ○提出および問い合わせ先 

    ○○課 〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺1-13-33 

          TEL077-55・-・・・・（直通） 

   ○応募申込書はこちら（Word形式 ダウンロード） 

 

６．選考方法 

応募申込書の内容により決定し、通知します。 
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指定管理者（候補者）選定委員応募申込書 

 
 

住      所 

(〒  －   )  TEL   －  －    

 

（ふ り が な） 

氏      名 

 

 

生 年 月 日 明・大・昭・平  年  月  日（  歳） 男・女 

勤  務  先  

自  己  履  歴 

 

よく利用する施設名  

応募の理由 

（出来るだけ詳しく

お書きください） 
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栗○○第  ○○  号 

令和××年□□月△△日 

    

 様 

 

                            栗東市長       

 

 

「栗東市公の施設指定管理者選定委員会」委員への就任について（依頼） 

 

 

 時下、あなたさまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、市政運営に対しまして格別のご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。また、

このたびの指定管理者選定委員会委員募集にあたり、ご応募いただき重ねてお礼申し上げ

ます。 

さて、募集結果について、ご応募いただいた申込書の内容を審査いたしました結果、あな

たさまにご就任をお願いする運びとなりましたのでご通知いたします。 

 つきましては、新たな指定管理者の候補者を選定するための、「栗東市公の施設指定管理

者選定委員会」の委員として下記の期間ご就任いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、誠に勝手ながら、別紙承諾書を同封させていただきましたので、ご署名の上ご返送

いただきますよう併せてお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

委 嘱 期 間 ：委嘱を受けた日から当該公の施設の指定管理者の指定を行う日まで 

        （□□月△△日に開催予定の第１回選定委員会において委嘱状を交付いたし

ます。） 

 

選定対象施設： （施設名）  
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令和××年□□月△△日 

     

承  諾  書 
 

 

 

栗 東 市 長  様 

 

住所： 

氏名：              

 

 

 

 令和××年□□月△△日付け栗○○第○○号で依頼のありました「栗東市公

の施設指定管理者選定委員会」の委員の委嘱について承諾します。 

 

 

記 
 

委 嘱 期 間 ：委嘱を受けた日から当該公の施設の指定管理者の指定を行う日

まで 
 

選定対象施設：（施設名）  
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委  嘱  状 
 

 

 

  様 

 

 

 

 

 あなたを「栗東市公の施設指定管理者選定委員会」の委員に委嘱します。 

 

 

 
 

委 嘱 期 間 ：令和××年□□月△△日から 

当該公の施設の指定管理者の指定を行う日まで 
 

 

選定対象施設：（施設名）  

 

 

 

令和××年□□月△△日 

 

栗東市長 
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令和××年□□月△△日 

 

 栗 東 市 長  様 

 

栗東市公の施設指定管理者選定委員会 

                              会 長  ○○○ 

                 

（ 施 設 名 ）指定管理者指定申請に伴う 

                 指定管理者候補者の選定結果について（報告） 

 

 令和××年□□月△△日 (施設名) の指定管理者指定申請について、第○回栗東市公

の施設指定管理者選定委員会を開催し、指定管理者候補者を下記の通り選定しましたので

報告します。 

 

記 

 

１．指定管理者による管理施設  （ 施 設 名 ） 

 

２．指定管理者候補者   住 所 ○○○ 

             団体名 ××× 

代表者 △△△ 

 

３．審査経過 

第１回栗東市公の施設指定管理者選定委員会 

 令和××年□□月△△日（☆）○○時から栗東市役所○階第○委員会室において、第○回

栗東市公の施設指定管理者選定委員会を開催し、委員の委嘱、会長、副会長の選任後、議事

について審議を行った。 

 

議 事 

１） 指定管理者募集に伴う経過報告 

①対象施設について  

○ （施設名） 指定管理者募集要項、指定管理者運営業務仕様書等について説明 

 

②募集方法について 

○（公募・非公募）で募集することについて説明 

（※必要に応じて非公募の場合は簡潔に理由を記載すること。） 

  

③募集結果について 

○ 令和××年□□月△△日（☆）から令和××年□□月△△日（☆）まで、指定管理

者指定申請を受付け○団体から申請があったことについて報告 

 

２） 選定方法について 

①指定管理者指定申請  

○ 指定管理者指定申請書類を各委員に配布の上、申請書類について説明 

 

②選定基準について 

○ （施設名）指定管理者募集要項に記載の選定基準及び選定方法に基づき指定管理者

選定基準採点表（案）、指定管理者選定得点集計表（総合）（案）等について説明 
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３） 今後のスケジュールについて 

○ 第２回指定管理者選定委員会運営タイムスケジュール（案）について説明 

 

上記１）から３）について説明及び報告を受け、審議を行い以下の通り決定した。 

 

ア．第２回栗東市公の施設指定管理者選定委員会を令和××年□□月△△日（☆）○○時か

ら、○○会議室において開催すること。 

 

イ．申請者の提案説明は、○○時○○分から指定管理者選定委員会運営タイムスケジュール

により実施すること。 

 

ウ．指定管理者候補者の選定については、各申請者からの提案説明を受け指定管理者選定基

準採点表により採点し集計の後、審査員ごとの最高得点を獲得した審査員数が多い団体

を候補者とすることを基本として選定協議により決定すること。 

 

第２回栗東市公の施設指定管理者選定委員会 

令和××年□□月△△日（☆）○○時から○○会議室において、第２回栗東市公の施設指

定管理者選定委員会を開催し、以下の議事について審議を行った。その後、○○時○○分か

ら指定管理者指定申請に基づく提案説明を○団体より受け、指定管理者選定基準採点表に

より採点を行い、○○時○○分から選定協議し指定管理者候補者を決定した。 

 

議 事 

１）選定方法について  

①審査日程について 

○ 第２回指定管理者選定委員会運営タイムスケジュールについて説明 

②選定方法等の確認について 

○ 指定管理者選定基準採点表、指定管理者選定得点集計表（総合）について説明 

③選定結果報告について 

○ （施設名）指定管理者指定申請に伴う指定管理者候補者の選定結果について（報

告）（案）について説明 

 

上記１）について説明を受け審議を行い以下の通り決定した。 

 

ア．審査日程について、指定管理者選定委員会運営タイムスケジュールにより実施すること。 

 

イ．指定管理者候補者の選定については、第 1回委員会での決定の通り、指定管理者選定基

準採点表により採点後、審査員ごとの最高得点を獲得した審査員数が多い団体を候補者

として選定することを基本として選定協議により決定することを確認した。 

 

ウ．指定管理者候補者の選定結果の市長への報告については、（施設名）指定管理者指定申

請に伴う指定管理者候補者の選定結果について（報告）（案）に基づき作成すること。 

 

エ．市長への指定管理者候補者の選定結果についての報告書作成は会長に一任をすること。 

 

４．採点結果 

指定管理者選定得点集計表  

選定委員 

番  号 

申請団体名 最高 

得点団体 

第 2位 

得点団体 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
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１ 点  点  点  点    

２ 点  点  点  点    

３ 点  点  点  点    

４ 点  点  点  点    

５ 点  点  点  点    

６ 点  点  点  点    

７ 点  点  点  点    

８ 点  点  点  点    

９ 点  点  点  点    

10 点  点  点  点    

・得点については 150点満点  

・適否基準点は適合 90点以上、不適合 90点未満 

・選定委員番号は、委員名簿記載順とは異なる 

 

５．選定結果 

 （選考結果説明） 

このことから選定委員会において慎重審議の結果、○○○ を指定管理者候補者として選

定することとした。 

 

６．講評 

（講評内容説明） 

 

添付資料 

 指定管理者選定基準採点表 

栗東市公の施設指定管理者選定委員会名簿 
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栗○○第  ○○  号 

令和××年□□月△△日 

 

 

○○○        様 

 

 

     

                           栗東市長                 

 

 

指定管理者指定申請に係る審査結果について（通知） 

 

 

標記の件について、令和××年□□月△△日付けで申請のありました （施設名） の指

定管理者指定申請について、栗東市公の施設指定管理者選定委員会より、令和××年□□月

△△日付けで、貴社を指定管理者候補者として選定した旨の報告を受け、貴社を最適と認め、

当該施設の指定管理者候補者として決定しましたので通知します。 

尚、 （施設名） の設置及び管理に関する条例第○条第○項の規定により、議会の議決

を経て、当該施設の指定管理者として指定する予定をしております。 

 

 

 

記 

 

１．指定管理者による管理施設  

  （ 施 設 名 ） 

 

２．指定予定期間 

                令和××年□□月△△日から 

令和××年□□月△△日まで（○年間） 
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栗○○第  ○○  号 

令和××年□□月△△日 

 

 

○○○        様 

 

 

     

                           栗東市長        

 

 

指定管理者指定申請に係る審査結果について（通知） 

 

 

標記の件について、令和××年□□月△△日付けで申請のありました （施設名） の指

定管理者指定申請について、令和××年□□月△△日に開催された栗東市公の施設指定管

理者選定委員会において、今回貴社は、指定管理者候補者として選定されませんでしたので

通知します。 

 

 

記 

 

１． 指定管理者指定申請施設  

    （ 施 設 名 ） 
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指定管理者候補者の決定について(ホームページ用) 
 

○ 令和□□年度から□年間における下記施設の指定管理者の選定を行う選定委員会を開

催し、指定管理者の候補者を決定しましたので、その結果について下記のとおり公表します。

今後この結果を踏まえて、市議会の議決を経て指定管理者の指定を行います。 

各施設名をクリックすると、選定結果の詳細内容が見られます。 

 

 

１．対象施設 

施  設  名 指定管理者候補者 
施設担当課（問合せ

先） 

○○○  ○○課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ ×××  

□□□  
△△課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ 
△△△  

 

 

 

関連リンク 

指定管理者制度について 

 指定管理制度導入済施設一覧表
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議案第   号 

 

 

  ○○○ 指定管理者の指定について 

 

 

 ○○○ の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    令和  年  月  日 提出 

                     栗 東 市 長  

                    令和  年  月  日  決 

                     栗東市議会議長       
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  ○○○   の指定管理者の指定について 

 

 ○○○ の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

記 

 

施設の名称 施設の所在地 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指定管理者となる団体の名称  △△△ 

代表者  □□□ 

 

指定期間     令和××年□□月△△日～令和××年□□月△△日 
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議案第   号資料  

 

 

○○○（施設名） 指定管理者指定申請に伴う 

                 指定管理者候補者の選定結果について（報告） 

          ○○○（施設名） 指定管理者募集要項 

○○○（施設名） 管理運営業務仕様書 

○○○（施設名） 指定管理者指定申請書 

・△△△（指定管理候補者名）（団体概要書、事業計画書、収支予

算書） 

          ○○○（施設名）の管理に関する基本協定書（案） 

○○○（施設名）の管理に関する年度協定書（案） 
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指定管理者の指定について（市ホームページ用） 
 

○ 令和□□年度から□年間における下記施設の指定管理者を指定しました。今後この結果

を受けて、指定管理者と施設の管理・運営にかかる協定書を締結します。 

各指定管理者名をクリックすると、指定管理者の施設の管理・運営の企画内容がご覧いただ

けます。また、指定管理者選定委員会における議事録等についても、ご覧いただけます。 

 

 

施  設  名 指定管理者名 施設担当課 

○○○○  △△△△ ○○課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ ××××  □□□□ 

 

指定管理者選定委員会（○○部所管）  

  委員会議事録（ ○○○○  ×××× ）  

  指定管理者候補者選定結果報告書（ ○○○○  ×××××  ） 

 

 

施  設  名 指定管理者名 施設担当課 

△△△△  ○○○○ □□課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ □□□□  ×××× 

 

指定管理者選定委員会（□□部所管）  

  委員会議事録（ △△△△  □□□□ ）   

  指定管理者候補者選定結果報告書（ △△△△  □□□□ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連リンク 

指定管理者制度について 

 指定管理制度導入済施設一覧表 
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指定管理者の指定について(広報用) 
 

○ 令和□□年度から□年間における下記施設の指定管理者を指定しました。 

 

施  設  名 指定管理者名 施設担当課 

○○○○ △△△△ ○○課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ ×××× □□□□ 

○○○○ △△△△ □□課 

TEL077-5･･-････ 

FAX077-5･･-････ ×××× □□□□ 

詳しくは上記の施設担当課までお問い合わせ、または市ホームページをご覧下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設名）指定管理者募集要項（案） 

 

 

【別冊２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗東市○○部△△課 

 

 

令和××年□月 

令和８年３月２５日 

総合調整会議 資料５ 

1407
スタンプ
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１．指定管理者の募集 

 

  栗東市（以下「本市」という。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項及び栗東市（施設名）の設置及び管理に関する条例（平成××年栗東市条例

第□□号）第○条の規定により、施設の管理に関する業務を行う指定管理者の募集を行い

ます。 

 

２．指定管理者制度導入の目的 

 

 

 

 

 

３．施設の概要 

 

（１）名 称   

（２）所 在 地  栗東市 

（３）設置時期      年  月 

（４）施設概要 

  ① 敷地面積    ㎡ 

  ② 建物概要 

（５）利用者数      年度       人 

  年度       人 

             年度       人 

  ※ 施設の詳細については、別冊３「（施設名）管理運営業務仕様書」を参照してくだ

さい。 

 

４．業務の範囲 

（１）（施設名）の使用の許可等に関する業務。 

（２）（施設名）の使用許可の取消し等に関する業務。 

（３）（施設名）の施設及び設備の維持管理に関する業務。 

（４）前各号に掲げるもののほか、（施設名）の運営に関する事務のうち、市長が必要と認

める業務。 

  ※ 施設の詳細については、別冊「（施設名）管理運営業務仕様書」を参照してくださ

い。 

 

５．指定予定期間 

 

  令和××年□□月△△日から令和××年□□月△△日まで 

  （指定期間中、会計年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごと

に、本市と協定を締結します。） 
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６．管理の基準 

 

（１）開館時間 

（２）休館日 

  ※ 施設の詳細については、別冊３「（施設名）管理運営業務仕様書」を参照してくだ

さい。 

 

７．委託料について 

 

  管理業務に要する経費として本市が支払う金額は、会計年度ごとに締結する協定書に

おいて定めます。（申請の際に応募団体の提案した委託料が、そのまま市が支払う委託料

になるものではありません。） 

 

 （１）収支予算書について 

  当該施設の収支予算書については、指定管理期間内の賃金上昇に加え、物価上昇の状況

についても加味して今後の所要見込みを算定した予算書を提出すること。 

 

（２）指定管理料から支出することが不適当な経費の例 

・指定管理施設以外の広報費 

・会社全体の法人税や別事業に使用する車両の自動車税 

・減価償却費 

・指定管理業務とは無関係の会費や協賛金等 

・地方法人税（均等割、所得割を含む全て） 

・交際費（飲食代、贈答品等） 

・指定管理業務に係る部分以外の消費税及び地方消費税額納付額 

・指定管理期間外に発生・支出した費用（ただし、指定管理期間の最終年度においては

未払金部分を収支報告に含めるものとする。） 

 

 

８．応募資格 

 

【解説】 

納付金制度を導入する場合は、下記の文言を参考に、納付金に係る募集要項を作成して

ください。 

 

納付金について 

本施設については、指定管理者に一定の利益が見込めるため、各年度の収入額合計か

ら支出額合計を差し引いて利益が生じた場合は、その利益（自主事業を含む）の●％を

納付金として、毎年度、市へ納付していだたきます。 
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申請者の資格は、原則として、次のとおりとする。なお、共同体で申請する場合には、

その構成員であるすべての団体が当該要件を満たしている必要がある。 

 

 

（１）法人その他の団体（以下「法人等」という。）であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

等の規定に基づき、更生手続又は再生手続をしていない法人等であること。 

（３）本市から入札参加資格の指名停止措置を受けていない法人等であること。 

（４）契約主体の所在地及び本社所在地において納期の到来している国税、都道府県税及び

市区町村税を完納している法人等であること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない法

人等であること。 

（６）市長及び市議会議員本人が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれら

に準ずべき者、支配人及び清算人でない法人等であること。ただし、市長が無限責任社

員等で、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるもので二分の一以上を出資してい

る法人及び外郭団体等は除きます。 

 

９．申請に必要な書類 

次の書類（⑩の書類は、共同体で申請する場合に限ります。）を提出してください。

な お、共同体で申請する場合にあっては、②、④から⑨の書類は、その構成員 に係る

ものを提出してください。 

 

（１）指定管理者指定申請書（様式１） 

（２）添付書類（原則Ａ４版） 

  ① 団体概要書（様式２） 

  ② 当該施設の事業計画書（様式３） 

  ③ 当該施設の収支予算書（令和××年から令和××年までの５年間分）（様式４） 

  ④ 類似施設等運営実績表（様式５） 

  ⑤ 指定申請に係る申立書（様式６） 

  ⑥ 法人の定款又は寄付行為及び登記簿謄本（法人以外の団体にあっては、これらに相

当する書類） 

  ⑦ 法人等の指定管理者指定申請日前において作成した直近２年分の収支予算書、事

業計画書及び決算書 

  ⑧ 契約主体の所在地及び本社所在地の納税に関する証明書（発行から３月以内のも

のに限る。） 

     市区町村税の完納証明書（入札参加資格審査用） 

     都道府県の完納証明書 

     法人税と消費税及び地方消費税の未納の税額がないことの証明書 

  ⑨ 印鑑証明書（発行から３月以内のものに限る。） 

  ⑩ 共同体構成員届出書（様式７）及び●●管理運営業務に関する共同体協定書（様式

８）なお、当該共同体協定書においては、構成する団体ごとの出資の割合又は責任の
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程度が明確となるように、関係条項を規定してください。 

 

  ※ 募集開始日現在において、本市業務委託等入札参加有資格業者であるものは、⑥に

掲げる登記簿謄本及び⑧に掲げる市税完納証明書を提出する必要はありません。 

  ※ 提出部数は、別紙「指定管理者指定申請提出書類一覧」を参照してください。持参

又は郵送（受付期間必着のこと。）してください。申請に係る費用は、申請者の負担

とします。なお、提出された書類等は、返却しません。（ファックス、電子メール等

による受付はいたしません。） 

  ※ 申請団体が提出した書類の著作権は、申請団体に帰属します。ただし、本市は指定

管理者の公表等必要な場合は、提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。 

  ※ 申請書等の様式は、本市ホームページからダウンロードできます。 

   →  http://www.city.ritto.lg.jp/ 

 

１０．申請書の受付期間 

 

（１）受付期間  令和××年□□月△△日（☆）から同年□□月△△日（☆）まで（必着）

（土曜日及び日曜日を除く。） 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  ※ 施設説明会：令和××年□□月△△日（☆）・・時から○○○○○で実施します。 

          施設説明会への参加については、事前に電話等で連絡してください。 

（３）質 問 書  募集要項及び仕様書の内容について質疑がある場合は、質問書（様式７）

により、遅くとも令和××年□□月△△日（☆）までに提出してください。

（ファックス又は電子メール可） 

（４）質問書の回答 ファックス又は電子メールにより回答するとともに、他の申請予定者

にその内容を周知します。尚、令和××年□□月△△日（☆）以降の質問

については、回答できない場合がありますのでご了承願います。 

 

１１．募集要項及び仕様書の配布並びに申請の受付場所 

 

  栗東市○○部△△課□□係  担当：○○ 

  電話：０７７－５・・－・・・・、ファックス：０７７－５・・－・・・・ 

  メールアドレス：_______@city.ritto.lg.jp 

  郵便番号：５２０－３０８８ 滋賀県栗東市安養寺一丁目１３－３３ 

 

１２．選定基準及び選定方法 

 

（１）選定基準及び視点 

  ① 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上が図られること。 

   ア 全ての利用者に対して公平なサービス提供が可能な計画か 

   イ 市民との情報の共有という観点からの情報公開の対応は十分か 

   ウ 利用者サービスの向上に対する考え方や取組が優れているか 
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   エ 利用者の声を反映し、要望、苦情等への対応策は十分か 

  ② 適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。 

   ア 管理運営体制は適切か 

   イ 個人情報の保護対策は十分か 

ウ 安全管理の対策は十分か 

   エ 緊急時の対応策は適切か 

オ 委託予定業務は適切に行われるか 

カ 経費削減のための効率的な運営が図られるものとなっているか 

キ 事業運営のために適切な収支計画がなされているか 

  ③ 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

   ア 施設の広報計画が適切に行われるか 

   イ 施設の利用促進などに関する企画力、意欲、姿勢、独自性はどうか 

   ウ 取組や提案は実施可能な計画か 

エ 施設の有効活用のための新たな業務の提案があるか 

  ④ 事業計画に沿って計画的で適切な運営を安定して行う能力を有していること。   

ア 職員の採用計画や資格、経験は十分か 

   イ 職員の指導や育成に対する考え方や計画が具体的で優れているか 

ウ 申請団体の資本力や信用度が優れているか 

   エ 施設の管理運営に必要な経験と実績（類似施設等での実績含む）を備えているか 

   オ 社会貢献活動への取組は十分か 

 

（２）選定方法 

 

  応募書類の審査及び代表者等の面接審査により選定します。 

  ※ 面接審査は、令和××年○○月頃を予定しています。日時等詳細は後日ご連絡しま

す。 

 

１３．選定結果及び理由の通知 

 

  応募者全員に、令和××年○○月をめどに、選定結果を文書にてお知らせします。なお、

指定管理者は、栗東市議会の議決を経て決定（指定）されます。 

  ※ 議決後、業務執行上必要となる事項を市と指定管理者の協議により協定として締

結します。 

  ※ 施設の詳細については、別冊３「（施設名）管理運営業務仕様書」を参照してくだ

さい。 

 

 

 

１４．その他 

 

  指定管理者指定申請書その他提出された書類は、公開することがあります。 
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  管理業務等の実施中に故意又は過失により市又は第三者に対し、損害を与えたときは、

指定管理者の負担でその損害を賠償しなければなりません。 

  この損害賠償を担保するため、賠償責任保険に加入していない団体は、保険に加入する

必要があります。 
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指定管理者指定申請提出書類一覧 

 

 

施設名：○○○○○○○○○○所管課：△△△△△課 

№ 提出書類 備 考 部数 市チェック 

１ 指定管理者の申請に関する書類 

１ 指定管理者指定申請書（様式１）  １部  

２ 団体概要書（様式２）  １２部  

３ 事業計画書（様式３）  １２部  

４ 

施設の管理に関する業務の収支予算

書（令和○○年度～○○年度の５年

間）（様式４） 

単年度ごとに作

成のこと 
１２部 

 

５ 類似施設等運営実績表（様式５） 
該当がある場合

のみ 
１２部 

 

６ 指定管理者指定申請に係る申立書

（様式６） 

 
１２部 

 

７ 
収支予算書、事業計画書、決算書（過

去２年分） 

 
１２部 

 

２ 証明書等 

１ 
定款又は寄付行為、規約その他これ

らに類する書類 

 
１２部 

 

２ 登記簿謄本 法人のみ １部  

３ 財務諸表（過去２年分） 

法人のみ 

貸借対照表、損

益計算書、財産

目録など 

１２部 

 

４ 印鑑証明書 

法人のみ 

発行から３月以

内のもの 

１部 

 

５ 市区町村税の完納証明書 
発行から３月以

内のもの 
１部 

 

６ 都道府県税の完納証明書 
発行から３月以

内のもの 
１部 

 

７ 
法人税と消費税及び地方消費税の未

納の税額がないことの証明書 

発行から３月以

内のもの 
１部 

 

※ 提出書類は、証明書等を除くＡ４版とします。 

※ 市区町村税、都道府県税、法人税と消費税及び地方消費税の納税義務がない場合は、

指定管理者指定申請に係る申立書にその旨を記載すること。 
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様式１ 

 

指定管理者指定申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 

栗 東 市 長          様 

 

                  申請者  住 所 

                       団 体 名 

                       代表者名              

                       電話番号 

 

 

 次の公の施設の管理運営について、指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて

申請します。 

 

  ・ 公の施設名  （施設名） 

 

 

 

（添付書類） 

 ・ 団体概要書（様式２） 

 ・ 事業計画書（様式３） 

 ・ 収支予算書（令和○○年度～令和○○年度の５年分）（様式４） 

 ・ 類似施設等運営実績表（様式５） 

・ 指定管理者指定申請に係る申立書（様式６） 

・ 収支予算書、事業計画書、決算書（過去２年分） 

 ・ 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

 ・ 登記簿謄本（法人以外の団体にあっては、当該団体の名称、所在地、設立年次等団体

の概要及び活動内容等を記載した書類） 

 ・ 財務諸表（過去２年分） 

 ・ 印鑑証明書 

 ・ 市区町村税の完納証明書 

 ・ 都道府県税の完納証明書 

 ・ 法人税と消費税及び地方消費税の未納の税額がないことの証明書 
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様式２ 

 

団 体 概 要 書 

 

令和  年  月  日 

団 体 名 

（フリガナ） 

 

 

所 在 地 

〒 

 

 

代表者名  電話番号  

設立年月日  Ｆａｘ  

従業員数      人 

沿 革 

 

主な業務内容 

 

主な実績 

 

財政状況 

（過去３年間） 

（単位：千円） 

年 度     年度     年度     年度 

総 収 入

（A） 

   

総 支 出

（B） 

   

当期損益

（C） 

（A）+（B） 

   

累積損益

（D）（C）+前年

度（D） 

   

担当者連絡先 氏 名： 
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所属・部署： 

電 話： 

F a x： 

e - m a i l： 

 

様式３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 計 画 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団 体 名：                  

 

代表者名：                  
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令和  年  月  日 

 

 

１ 管理運営の基本方針 

 （魅力ある施設として多くの市民に利用されるためにどのような運営方針をもってのぞ

みますか。） 

 

 

 

 

２ 指定管理者申請の動機 

 

 

 

 

３ 市民の利用にあたって 

（１）市民の平等利用の確保策 

 （指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が本施設を利用することを拒んではならず、

また、利用にあたっては不当な差別的取扱いをしてはならないことになっています。本

施設の利用に関して市民の平等な利用の確保についての考え方、対策等の概要を記載

してください。） 

 

 

 

 

（２）市民との情報の共有という観点からの情報公開への対応 

 （管理運営にあたっての情報公開内容の概要を記載してください。） 

 

 

 

 

（３）市民サービスの向上策 

 （サービス向上に向けて、強化するポイントの概要を記載してください。） 

 

 

 

 

（４）施設運営に関するモニタリング 
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 （アンケート調査など市民の声を反映するための方法の概要を記載してください。） 

 

 

 

 

 

４ 要望・苦情等への対応策 

 （要望・苦情等への対応の手順を示してください。また、対応策をマニュアル化している

場合、マニュアルも提出してください。） 

 

 

 

 

５ 管理運営にあたって 

（１）職員の確保策等 

 ① 本施設に従事する職員・臨時職員等の確保策、雇用スケジュール 

  （本施設に従事する職員・臨時職員等の採用計画等を記載してください。また、新規雇

用を計画している人数、職種がわかるように記載してください。） 

 

 

 

 

 ② 施設の管理に必要な資格の保有者、技術者の人数及び経験年数 

 

 

 

 

 ③ 職員の研修計画 

  （本施設に従事する職員・臨時職員等の研修計画（業務研修、接遇研修、職場内人権研

修、市主催の人権研修への参加等）について記載してください。） 

 

 

 

 

（２）管理運営体制 

 ① 組織図（指揮命令系統がわかるもの） 

  （本施設を運営する組織図を示してください。組織図の中には職員数と業務内容、資格

なども示してください。なお、今回の応募時点で既に配置を予想している具体的な人材

がある場合には、当該業務の経験年数、資格などを記載してください。） 
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 ② 開館日の配置人数を示してください。 

  （業務ごとに曜日ごとの配置人員がわかるように記載してください。） 

 

 【例】 

 事務室 窓口 清掃 ・・・ 

平日 （ ） （ ） （ ） （ ） 

土日・祝日 （ ） （ ） （ ） （ ） 

   ※ （ ）には、臨時職員で内数を記載してください。 

 

 ③ 現金や書類等の管理方法 

  （現金や書類等の管理方法の概要を記載してください。） 

 

 

 

 

 ④ 秘密保持義務対策 

  （個人情報の管理方法の概要を記載してください。） 

 

 

 

 ⑤ 安全管理対策 

  （事故防止の取組みや体制など安全管理対策の概要を記載してください。） 

 

 

 

 ⑥ 利用者に事故が起きた場合の対応策、地震、火事その他災害等緊急時の体制・対策 

  （事故発生時、緊急時の体制、対策の概要を記載してください。） 

 

 

 

 

 ⑦ 委託予定業務 

  （委託を予定している業務について、その業務の内容、委託する理由、委託先選定にあ

たっての方法、受託業者への指導体制などを、施設運営、施設維持管理、植栽等維持

管理、利用促進事業ごとに記載してください。委託予定の業務すべてを記載してくだ

さい。） 
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６ 施設の効果的・効率的な管理 

（１）管理経費の縮減方法 

 （サービスの低下を招かない経費の縮減方法の概要を記載してください。） 

 

 

 

 

（２）広報計画 

 （広報活動についての提案内容の概要を記載してください。） 

 

 

 

（３）利用促進等 

（利用促進イベント等についての提案内容・事業計画の概要を記載してください。） 

 

 

 

 

７ 市が指定する業務以外の新たな業務（自主事業）の提案 

 （施設を有効的に活用するために、自主事業等の新たな業務の実施を希望する場合、その

内容・費用等を具体的に記載してください。また、当該費用については、収支予算書に

計上してください。） 

 

 

 

 

８ 管理運営業務実績 

（これまで行ってきた管理運営業務の中で、工夫してきたことや特に取り組んできたこ

とを記載してください。） 

 

 

 

 

９ 社会貢献 

 （環境保護、障がい者雇用、地域活動への参加等の社会貢献活動の実績又は今後の予定を

示してください。ごみの削減、省エネ、CO2削減、ISO14001の取得状況、障がい者の雇

用についての方針等も併せて記載してください。） 
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１０ その他 

 （特記すべき事項があれば記載してください。） 
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※年度ごとに作成

様式４

（単位：千円）

指定管理業務 自主事業

事業収入（自主事業）

0 0

（単位：千円）

備考

指定管理業務 自主事業

人件費 0 0

給料

諸手当

社会保険料

一般管理費 0 0

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

使用料及び賃借料

維持管理費 0 0

光熱水費

修繕費

手数料

委託料

新規事業費 0 0

その他 0 0

公課費

0 0

0 0

※　人件費欄には施設管理に係るすべての人件費を、一般管理費欄には事務関係費（人件費を除く。）を、維持管理費欄には施設の維持管理に係る経費（人件
費を除く。）をそれぞれに記載してください。
※　公課費には消費税、収入印紙税、自動車税を記載し、法人税、住民税、事業税は除くこと。
※　指定管理期間内の賃金上昇に加え、物価上昇の状況についても加味して今後の所要見込みを算定すること。

収入合計（Ａ）

【支出合計】

備　考
収入の内訳・計算根拠

令和　年度

支出の内訳・計算根拠

令和　年度

収支差引（Ａ）－（Ｂ）

支出合計（Ｂ）

事業収入（指定管理業務）

収支予算書(税込)

【収入の部】

指定管理料

利用料金

繰越金
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様式５ 

 

類似施設等運営実績表 
 

 

申請団体名：               

 

№ 施設名 所在地 
施設の用途、内

容など 
運営業務内容 運営期間 

１     

開始 年 月 日 

終了 年 月 日 

２     

開始 年 月 日 

終了 年 月 日 

３     

開始 年 月 日 

終了 年 月 日 

４     

開始 年 月 日 

終了 年 月 日 

５     

開始 年 月 日 

終了 年 月 日 

６     

開始 年 月 日 

終了 年 月 日 

 

 ※ 過去５年間（    年度～    年度）の類似施設等の主な運営実績について記

入してください。 
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様式６ 

 

指定管理者指定申請に係る申立書 
 

令和  年  月  日 

 

 

栗 東 市 長          様 

 

 

                  申請者  住 所 

                       団 体 名 

                       代表者名              

 

 

 （施設名）の指定管理者の指定申請に際し、次の事項について虚偽でないことを申し立て

ます 

 

 

 

 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 

２ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の

申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開

始の申立てをしていないこと。 

 

３ 建設工事等指名停止基準の規定による指名停止措置の期間中でないこと。 

 

４ 市区町村税、都道府県税、法人税と消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

   ただし、次の税については該当がありません。 

    □ 市区町村税 

    □ 都道府県税 

    □ 法人税と消費税及び地方消費税 

 

５ 応募書類に虚偽の記載がないこと。 
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様式７ 

 

指定管理者指定申請に係る質問書 
 

令和  年  月  日 

 

 

栗東市○○○○○課長 様 

 

 

                申請者  住 所 

                     団 体 名 

                     担当者氏名                

                     電話番号 

                     Ｆ Ａ Ｘ 

                     E - m a i l 

 

 （施設名）の指定管理者の指定申請について、次の事項について質問書を提出します。 

 

質問事項 質問内容 

例）募集要項○ペ

ージ ９－（２）

－③ ○○○○

について 

 

  

  

 ※ ＦＡＸ・Ｅ-mailで提出してください。 
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様式８ 

 

 

年  月  日  

 

 栗東市長 様 

 

 

 

共 同 体 構 成 員 届 出 書 
 

 

 

●●（公の施設名）に係る指定管理者の指定を受けるため、別添「●●管理運営業務に関

する共同体協定書」のとおり協定を締結し、共同体を結成しましたので、届け出ます。 

 

 

共同体の名称  

 

（構成員の代表団体） 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名                印  

 

（構成員） 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名                印  

 

（構成員） 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名                印  
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様式９ 

●●管理運営業務に関する共同体協定書 
（目的） 

第１条 当共同体は、栗東市長から●●の設置及び管理に関する条例第５条第２項の規定

による指定管理者の指定（以下「指定」という。）を受けて行う●●管理運営業務及び当

該業務の附帯業務（指定に係る申請その他の準備行為及び当該管理運営業務の実施に係

る栗東市との協定締結その他の準備行為を含む。）を、共同連帯して営むことを目的とす

る。 

（名称） 

第２条 当共同体は、          （以下「共同体」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 共同体は、事務所を滋賀県          に置く。 

（成立及び解散の時期） 

第４条 共同体は、本協定書の締結の日に成立する。 

２ 共同体は、指定の期間の終了後、当該期間の最後の年度について地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第７項の規定により事業報告書を提出し、その報告内容

について栗東市の承認が得られるまで、解散しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、共同体は、他の法人その他の団体が指定を受けたとき、又は

構成員の脱退若しくは除名により当該共同体の構成員が１団体となるときは、解散する。 

（構成員） 

第５条 共同体の構成員（以下「構成員」という。）は、次の表のとおりとする。 

名 称 所 在 地 

  

  

  

（代表団体） 

第６条 共同体は、          を代表団体とする。 

２ 前項の代表団体は、次の権限を有するものとする。 

(１)  

(２)  

(３)  

（構成員の出資の割合） 

第７条 構成員の出資の割合は、次の表のとおりとする。 

構 成 員 の 名 称 出 資 の 割 合 

  

  

  

２ 共同体から脱退し、又は除名した構成員がある場合における他の構成員の出資の割合

は、栗東市及び当該他の構成員の協議により定めるものとする。 

（構成員の業務分担及び責任） 

第８条 構成員は、共同体の業務を次の表のとおり分担し、責任を持って履行するものとす

る。 

構 成 員 の 名 称 分 担 す る 業 務 

  

  

  

２ 構成員は、前項の業務の履行及びその履行に伴い共同体が負担すべき債務の履行に関

し、連帯して責任を負う。 
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（取引金融機関） 

第９条 共同体の取引金融機関は、      とし、共同体の名称を冠した代表団体名義

の別口預金口座によって取引するものとする。 

（決算） 

第１０条 共同体は、毎会計年度終了後に決算する。 

２ 共同体の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（構成員の損益分配の割合） 

第１１条 共同体の決算において生じた損益は、第７条に規定する出資の割合により、構成

員に分配するものとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第１２条 本協定書に基づく共同体及び構成員の権利義務は、他者に譲渡することができ

ない。 

（構成員の脱退） 

第１３条 構成員は、やむを得ない事由があるときは、栗東市の承認を得たうえで共同体を

脱退することができる。 

２ 前項の場合のほか、構成員は、破産手続開始の決定を受けたことをもって脱退する。 

（構成員の除名） 

第１４条 構成員の除名は、正当な事由がある場合に限り、あらかじめ栗東市の承認を得て、

他の構成員の一致によりすることができる。 

２ 前項の規定により構成員を除名したときは、その旨を当該構成員に通知しなければな

らない。 

（代表団体の変更） 

第１５条 構成員の代表団体が共同体から脱退し、若しくは除名され、又は代表団体として

の責務を果たせなくなったときは、あらかじめ栗東市の承認を得て、当該代表団体を変更

することができるものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第１６条 本協定書に定めのない事項については、構成員の協議により定めるものとする。 

 

                     及び          は、上記のと

おり●●管理運営業務に関する共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 

通を作成し、各通に構成員が記名押印した上、各自１通を所持し、１通を栗東市へ提出す

るものとするものとする。 
 
     年  月  日 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名                  
 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名                  
 

所 在 地  

名 称  

代表者氏名                  

 

備考 １ 共同体で申請する場合には、この様式を参考に、当該共同体に係る協定書を作成

してください。 

２ 代表団体の出資の割合又は責任の程度が最大であることが明確となるように、

関係条項を規定してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設名）管理運営業務仕様書（案） 

 

 

【別冊３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗東市○○部△△課 

 

 

令和××年□月 

令和８年３月２５日 

総合調整会議 資料６ 

1407
スタンプ
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１．管理運営の基本方針 

 

（１）施設の設置目的、機能 

  （施設の設置目的や機能等を記載のこと。） 

（２）管理運営 

  季節等により利用者が変動するなどの管理業務量の変動を考慮し、より効率的な組織・

体制での運営に心がけるとともに、運営コストを常に意識し、経費の縮減に努めること。

施設の管理運営については、利用者の安全性・利便性確保のために必要な人員数を配置す

るとともに、専門的な知識・経験を要するところには必要な人員を配置すること。 

（３）施設の維持管理 

  施設の機能を十分に発揮でき、利用者が安全かつ快適に利用できるよう適切に管理す

るとともに、施設の美観的、機能的、経済的損失を最小限にとどめるよう点検、補修及び

清掃等を適切に行うこと。 

（４）利用者等の要望・苦情等への対応 

  地域住民や利用者の要望・苦情等については、迅速かつ適切に処理するとともに、管理

運営に反映させること。また、その内容及び対応については、速やかに市に報告すること。

これらの手順については、マニュアルとしてまとめておくこと。 

（５）平等利用 

  正当な理由がない限り市民が施設を利用することを拒んではならず、また、施設の利用

に対して不当な差別的扱いをしてはならない。 

（６）情報公開 

  施設の管理運営を行うにあたって作成し、又は取得した文書等については、個人情報な

どあらかじめ非公開情報として定めているもの以外は、公開を求める者に対して、これを

開示すること。 

（７）モニタリング 

  利用者等に対して施設の管理運営についてのアンケート調査を行うなど、施設に対す

るニーズ等の把握を行い、この結果について、速やかに市に報告すること。 

（８）市民サービスの向上 

  市民サービスの向上につながる業務を創意工夫して行い、利用者の満足度を高めてい

くこと。 

（９）利用促進 

  催事にあわせたイベントの企画、講座の開催や各種大会の誘致活動など、施設の利用促

進につながるような活動を継続して実施するとともに、広報活動を通して利用者に必要

な情報提供に努めること。 

（１０）地域住民や他施設等との連携 

  地域住民や（施設名○○○○）などと連携をとり、施設の円滑な管理運営に努めること。 

（１１）環境への配慮 

  事業活動が環境に及ぼす影響を十分認識した環境負荷の抑制や省エネルギーなど環境

と調和した行動に努めること。 

（１２）障がい者福祉の推進 

  障がいがあることを理由とした差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障がい
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者への適切な対応を行い、障がい者の雇用拡大や障がい者就労施設等からの物品の調達

など、障がい者福祉の推進に努めること。 

（１３）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進 

  施設の管理運営にあたっては、ＳＤＧｓの考え方を積極的に取入れること。 

（１４）（その他） 

  （施設の性質等により必要な事項を設定し記載） 

 

２．施設の概要 

 

（１）名 称 

（２）所 在 地 

（３）設置時期 

（４）施設概要 

  ① 敷地面積 

  ② 建物概要 

     構 造 

     延床面積 

     施設内容 

  ③ その他附属施設の概要 

  ④ 主な機械設備概要  別添のとおり 

（５）施設の図面 

  全体図  別添のとおり 

 

３．利用時間等 

 

（１）開館時間  午前○時○○分から午後○時○○分まで 

         ただし、△△については、午前○時○○分から午後○時○○分まで 

（２）休 館 日  ○○月○○日から翌年の○○月○○日 

         ただし、△△については、☆曜日（その日が休日に当たるときは、その

日後においてその日に最も近い日で休日でない日）も休館日とする。 

（３）利用の制限 

  次に該当するときは、使用を許可しないこと。 

  ① 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。 

  ② 営利を目的とすると認められるとき。 

  ③ その他市長が適当でないと認めるとき。 

 

４．業務の範囲及び留意事項 

 

（１）指定管理業務 

  ① 条例第●条第○号業務 

  （施設の管理に関する業務）  
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ア 基本的な管理運営業務 

    ・総括責任者として、施設長を１人配置すること。 

    ・○○法に規定する△△を☆人以上配置すること。 

    ・労働関係法令を遵守するとともに、管理運営に支障がない勤務体制をとること。 

   イ 職員への研修の実施 

     職員の能力向上のために研修計画等に基づき、必要な研修（業務研修、接遇研修、

人権研修等）を行うこと。 

   ウ 事業計画書の作成 

     指定管理者が行う業務に関する事業計画書を毎年度作成し、年度が始まるまで

に市に提出し、承認を得ること。 

   エ 各種報告書の作成 

     この仕様書の「７．報告書の作成」を参照のこと。 

   オ 第三者への再委託 

     清掃、警備といった個々の業務を第三者へ委託することはできるが、管理に係る

業務を一括して第三者へ委託することはできない。また、公の施設の管理運営の主

たる業務を委託することもできない。 

     また、第三者に委託した業務については、常に実施状況を把握するとともに、必

要に応じて指導するなど、責任をもって管理すること。 

   カ 危険防止等のための施設の利用禁止及び制限 

   キ 他都市からの行政視察及び見学者等への施設の説明 

   ク 各種物品、消耗品の購入 

   ケ 光熱水費等の支払などの経理事務 

   コ 本市が推進する事業に伴う業務等 

  ② 受付、案内、収納業務 

   ア 施設利用の予約受付、案内業務 

     受付カウンターにおいて、受付及び案内業務を行う職員を開館時間のうち○○

時から○○時の間１人以上配置すること。 

   イ 有料施設の使用料、施設の占用使用料の収納業務 

     ○○条例に基づく利用料金を受領したときは、指定管理者の収入とする。利用料

金の額は、条例に定める額の範囲内で、市長の承認を得て定めること。 

   ウ 減免申請の受付等 

  ③ その他 

 

（施設の維持に関する業務） 

  ① 施設の保守管理業務 

    施設を適切に運営するために、日常的に施設の点検を行い、仕上げ材の浮き、ひび

割れ、はがれなどが発生しない状態を維持し、かつ美観を維持すること。 

    また、施設を安全かつ安心して利用できるよう施設の保全に努めるとともに、建築

物等の不具合を発見した際には、速やかにその改善が図られるよう適切に対処する

こと。 

  ② 施設及び敷地内清掃 



 4 

    施設の良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、公の施設として快適な空間を保つた

めに必要な清掃業務を実施すること。 

    また、作業時は、通行者や壁等にほこり、清掃用水等を飛散させないよう十分注意

すること。 

  ③ 設備等の保守点検 

    附属設備等の安全の確保及び適切な管理運営のために、次に掲げる保守点検等の

必要な処置を講じること。 

   ア 附属施設の法定点検及び初期性能、機能保全のため、概観点検、機能点検、機器

動作特性試験、整備業務等を行うこと。 

   イ 故障等の発生や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合は、速やかに

その改善が図られるよう適切に対処すること。 

  ④ 駐車場管理 

    敷地内にある駐車場の車両の監視を行うとともに、必要に応じて車両の誘導を適

切に行うこと。また、繁忙期には、車両誘導員の配置などの対策を講じること。 

  ⑤ 警備業務 

    施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境を確保

した警備業務を実施するとともに、防火管理者を設置すること。 

（３）その他○○等の維持管理に関する主な業務の範囲 

  （別途、施設等がある場合に記載） 

（４）自主事業 

  指定管理者は、施設のＰＲや施設の利用促進等を図るため、具体的に市が指定する業務

（指定管理業務）以外の新たな業務の実施を希望する場合は、申請の際に提出する自主事

業計画書で提案すること。 

  なお、自主事業に係る費用については、すべて指定管理者が負担するものとし、収入は

指定管理者の収入とする。 

（５）引継ぎ業務 

  指定管理期間終了後、指定管理者が交代する場合は、本市の立会いのもとに利用者等に

支障をきたさないように業務、書類及び知的財産等を引き継ぐものとする。 

 

５．職員の確保 

 

  「４．業務の範囲及び留意事項」を実施するために必要な業務執行体制を確保するとと

もに、労働基準法等関係法令を遵守し、市民サービスの向上と効率的な施設運営を行うた

めに適正な人数の職員を配置すること。 

 

６．委託料の実績 

 

  施設の管理運営に係る委託料の実績は、別紙１のとおりである。 

 

７．報告書の作成 
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（１）業務報告書 

  次の事項を記載した業務報告書を作成し、当月分を翌月の１０日までに本市に提出す

ること。 

  ① 管理運営の業務の実施状況等を記載した業務報告書 

  ② 施設ごとの利用件数、利用者数及び施設使用料 

  ③ 施設ごとの減免件数、減免人数及び減免額 

  ④ その他特に報告を求めるもの 

（２）事業報告書及び収支報告書 

  毎会計年度終了後、事業報告書及び収支報告書を翌年度４月３０日までに本市に提出

しなければならない。 

（３）その他の報告書の提出 

  管理業務の実施状況の確認及び利用者数の把握等のために必要とするもの。 

 

８．管理運営経費の精算 

 

  毎会計年度終了後に提出する決算書において、市の支払総額と指定管理者が管理運営

に要した費用の総額に差が生じた場合でも、差額は精算しないものとする。 

 

９．施設等の修繕の費用負担 

 

  委託料の範囲内で施工できる施設及び設備等の軽微な修繕等については、指定管理者

の負担とする。 

  また、施設等の改造や委託料の範囲内では困難な修繕等については、市と指定管理者で

協議の上、定めることとする。 

  施設等の損傷が指定管理者の責めに帰すべき事由により生じたときは、指定管理者の

負担とする。 

 

１０．調査、監督 

 

  市が行う管理状況の把握のための調査、それに基づく是正措置についての指示等につ

いては、正当な理由なく、調査又は報告、資料の提出及びその是正措置についての指示等

を拒否することはできない。 

 

１１．指定管理者に対する監査 

 

  指定管理者が行う施設の管理に係る出納関連の事務について監査を行うことができる。 

 

１２．物品の帰属等 

 

  指定管理料により購入した備品等の帰属については、市に帰属する。ただし、市及び指

定管理者で協議の上、定めることも可能とするものとする。 
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１３．安全管理 

 

  事故の防止や防犯については、保安警備に努めるなど利用者が安心して利用できる環

境を確保すること。 

 

１４．緊急時の対応 

 

  事故や地震その他災害等緊急時の対策については、日頃から必要な訓練を行うととも

に、利用者を適切に避難誘導できる体制を整えること。 

 

１５．災害等発生時の対応 

 

  市が示す指定管理者災害対応の手引きに基づき、災害等発生時の体制を整備するもの

とする。 

（１）栗東市地域防災計画に位置付けられている公の施設を管理運営する指定管理者は

災害等の発生時における市による施設の使用に関して、市との間で災害時等にお

ける施設利用の協力に関する協定を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づ

き適切に対応すること。 

（２）指定管理者は、前項で定めるもののほか、災害等が発生した場合において、指定管

理施設における被災者の援助活動等の実施について本市が協力の要請を行ったと

きは、指定管理者は当該要請に協力するよう努めるものとする。 

 

１６．個人情報の保護 

 

  個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律及び栗東市個人情報保護法施

行条例のほか、別紙２の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

  指定管理者でなくなったり、又は従事者が職務を退いた後も同様とする。 

 

１７．リスク分担 

 

  市と指定管理者で負担するリスク分担については、別紙３のとおりとし、規定した事項

以外のことが発生するなど疑義が生じた場合は、双方の協議によるものとする。 

 

１８．損害賠償 

 

  管理業務を実施中に故意又は過失により本市又は第三者に対して損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 

１９．法令等の遵守 
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  管理にあたっては、次に掲げる法令等に基づき実施しなければならない。 

  ① 地方自治法 

  ② ○○法 

  ③ 労働関係法令 

  ④ 栗東市○○条例 

  ⑤ 同施行規則 

  ※ 法令に定めのない事項について疑義が生じた場合の措置については、その都度本

市と協議して決定するものとする。 

 

２０．協定の締結 

 

  管理の基準、業務の範囲など条例で定める事項のほか、業務執行上必要となる事項を両

者で協議し、概ね次の事項について協定を締結する。協定の締結期間は原則として単年度

とする。 

  ア 指定管理者に管理させる施設、管理業務の内容 

  イ 報告書の作成、提出 

  ウ 調査、監督等 

  エ 指定期間、委託費の額、支払い 

  オ 利用料金、物品の帰属 

  カ 施設等の原形変更の承認、原状回復 

  キ 損害賠償、非常事態時の対応、リスク分担 

  ク 管理業務の一括委託等の禁止、権利譲渡の禁止、他の業者等への委託の取扱い 

  ケ 指定の取消し、管理業務の停止 

  コ 秘密の保持、個人情報の保護、情報の公開 

  サ 文書等の保存、管理業務の引継ぎ 

  シ その他施設の規模、設置目的等必要な事項 
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別紙１ 

 

（参考）令和●年度から令和○年度までの収入支出実績（税込） 

 

①収入                                                      （単位：千円） 

項 目 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 

指定管理料      

利用料金      

事業収入（指定管理業務）      

事業収入（自主事業）      

合計      

     ※千円未満の端数切捨 

 

 

 

②支出                                                      （単位：千円） 

項 目 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 

指定管理業務 

給料      

諸手当      

社会保険料      

消耗品費      

印刷製本費      

通信運搬費      

使用料及び賃借料      

項 目 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 

光熱水費      



 9 

修繕費      

手数料      

委託料      

公課費      

指定管理業務合計      

自主事業 

給料      

諸手当      

社会保険料      

消耗品費      

印刷製本費      

通信運搬費      

使用料及び賃借料      

光熱水費      

修繕費      

手数料      

委託料      

公課費      

自主事業合計      

合計      

※千円未満の端数切捨 
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別紙２ 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、この契約による業務（以下「本件業務」という。）を処理するに当た

っては、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、個人

の権利利益を侵害することのないように個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号。特定個人情報及び個人番号を取り扱うときは、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）を含む。）そ

の他関係法令を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 受注者は、本件業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない。なお、この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

 （従事者等への監督及び教育） 

第３条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者及び従事者（以

下「従事者等」という。）に対し、個人情報の適正な取扱いについて必要かつ適切な監

督及び教育を行わなければならない。 

 （収集の制限） 

第４条 受注者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第５条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た

個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （安全管理措置） 

第６条 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 （持出しの禁止） 

第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために

必要な範囲を超えて、受注者が本件業務に係る個人情報を取り扱う作業場所から個人情

報を持ち出してはならない。 

 （複写等の禁止） 
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第８条 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために発注者か

ら提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただ

し、本件業務を効率的に処理するため、受注者の管理下において使用する場合はこの限

りでない。 

 （再委託の禁止等） 

第９条 受注者は、本件業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者

が書面により承諾した場合を除き、その取扱いを再委託先（再委託先が受注者の子会社

である場合を含む。）に委託してはならない。なお，再委託した業務をさらに委託する

場合も同様とする。 

２ 受注者は,前項の規定による承諾を受ける場合は、業務の着手前に、書面により再委

託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、発注者の承諾に基づき本件業務の全部又は一部を再委託先に委託する場合

は、再委託先に対して本特記事項における安全管理措置を講じさせなければならない。 

 （資料等の返還等） 

第１０条 受注者は、本件業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者が収

集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記載又は記録された資料等をこの契約が終

了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただ

し、発注者が別に指示したときは、当該指示した方法により処理するものとする。 

 （従事者等の明確化） 

第１１条 受注者は、従事者等を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報

告しなければならない。 

 （作業場所の特定） 

第１２条 受注者は、本件業務に係る個人情報を取り扱う作業場所を特定し、発注者から

求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。 

 （報告義務） 

第１３条 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約の遵守状況について発注

者に対して報告しなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第１４条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそ

れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 

２ 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損その他の個人情報の安全の



 12 

確保に係る事態が生じたときは、直ちに当該事態が生じた旨を発注者に報告しなければ

ならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 

 （調査等） 

第１５条 発注者は、受注者が本件業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、

実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めることができる。 

 （指示） 

第１６条 発注者は、受注者が本件業務を処理するために取り扱っている個人情報につい

て、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことが

できる。 

 （契約解除） 

第１７条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき

は、契約の解除をすることができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者

に対してその損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第１８条 受注者（受注者の再委託先及び受注者の再委託先の業務従事者を含む。）の責

めに帰すべき事由により、本件業務に関する個人情報の漏えい、不正利用その他の事故

が発生した場合、受注者はこれにより発注者又は第三者に生じた損害を賠償しなければ

ならない。 
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別紙３ 

指定管理者による施設の管理運営上のリスク分担表 （負担者側に○） 

種 類 内 容 
分担者 

市 指定管理者 

物価・金利 物価変動による人件費、物品等経費の増及び金利変動によ

る経費の増 
 ○ 

需要の変動 当初の見込みと異なる状況の発生 

（利用者減による利用料金の減など） 
 ○ 

法令の変更 事業者一般を対象とした法令変更に伴う経費  ○ 

指定管理者の行う業務に直接かかわる法令変更に伴う経

費 
○  

税制の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制の変更 ○  

法人としての指定管理者に直接かかわる法令の変更  ○ 

その他の制度変

更 

市の条例・規則等の廃止その他市の行財政運営上の決定に

よる制度変更等による経費 
 ○ 

上記の内、公の施設の廃止その他、指定管理者制度に直接

かかわる制度変更等による経費 
○  

施設・設備・物品

等の修繕及び損

傷 

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責め

に帰すべき事由による施設・設備・物品等の損傷 
 ○ 

施設・設備・物品等の損傷で修繕に係る費用が１件当たり

３０万円以上の場合（注１） 
○  

施設・設備・物品等の損傷で修繕に係る費用が１件当たり

３０万円未満の場合 
 ○ 

 上記以外の施設・設備・物品等の損傷 両者の協議による 

資料等の損傷 

 

 

 

指定管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

第三者の行為から生じた３０万円未満のもので相手方が

特定できないもの 
 ○ 

第三者の行為から生じた上記以外のもので相手方が特定

できないもの 
○  

サービス水準 

 

協定等に定めた管理運営サービスの要求水準と比した実

績との著しい乖離 
 ○ 

協定等に定めた管理運営サービスの要求水準を担保する

ことが不可能な仕様書等の瑕疵 
○  

管理運営上の事

故等に伴う損害

賠償 

施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに帰

すべき行為により利用者に損害を与えた場合又は臨時休

業に伴う損害 

 

○（市が求

償権を行

使） 

 

 

 

騒音、振動、悪臭の発生等施設の管理上において周辺住民

等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合  

○（市が求

償権を行

使） 
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 市の事故等特別の事情により、施設の管理運営業務の継続

に支障が生じた場合、若しくは特殊の事情により管理運営

サービスの水準及び業務内容の変更をした場合の経費 

○  

 上記以外の場合 両者の協議による 

運営費の上昇 指定管理者側の要因による運営費用の増大  ○ 

市側の要因による運営費用の増大 ○  

債務不履行 市が協定内容を不履行 ○  

指定管理者が業務及び協定内容を不履行  ○ 

住民及び施設利

用者の対応 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者等か

らのクレーム及び建設的提案・意見への対応 
 ○ 

上記以外の、協定書の検討及び見直しに至るような意見へ

の対応 
○  

施設の競合 競合施設による利用者減、収入減  ○ 

不可抗力 天災、人災、疾病・感染症の大流行など市や指定管理者の

責めに帰すことができない事由による業務の変更、中止、

延期又は臨時休業 

両者の協議による 

個人情報の保護 指定管理者の責めに帰すべき事由により情報が漏洩し、又

はこれに伴う犯罪の発生 
 ○ 

事業終了時の費

用 

指定期間の満了又は期間中途における業務の廃止に伴う

撤収費用 
 ○ 

注１：１件３０万円以上の修繕であっても、施設の管理運営上、緊急を要するものなどに

ついては、両者協議のうえ、定めるものとする。 

 

※ 協定書本文に記載の項目の再掲を含む。 

※ 上記以外のことで疑義が生じたときは、両者協議のうえ、定めるものとする。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設名）管理に関する基本協定書(案) 
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令和８年３月２５日 

総合調整会議 資料７ 
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 （施設名）の管理に関する基本協定書（案） 

 

栗東市（以下「甲」という。）と  (指定管理者名) （以下「乙」という。）とは、 （施設名）

（以下「本施設」という。）の管理及び運営について （施設名） の設置及び管理に関する条例（昭

和××年条例第□□号）（以下「条例」という。）第△条の規定により次のとおり （施設名） の

管理に関する基本協定（以下「基本協定」という。）を締結する。 

 

 （総則） 

第１条 甲は、条例第△条の規定に基づき、本施設の管理運営について乙を管理者として指定し、

乙は、この基本協定及び条例、 (施設名) の管理及び運営に関する規則（令和××年教委規

則第△号。以下「規則」という。）、並びにその他関係法令に基づき、 （施設の設置目的を記

入） 本施設の管理及び運営を行う。 

（管理施設の概要） 

第２条 管理施設の概要は別紙１のとおりとする。 

 （開館日等） 

第３条 本施設の開館日は、次に掲げる日以外の日とする。 

（１） □□月△△日から翌年□□月△△日までの日 

（２） 毎週☆曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する

休日に当たる場合は、その翌日以後の最初の休日でない日 

２ 本施設の開館時間は、次に掲げる時間とする。 

（１） 午前□時から午後□時まで 

３ 開館日及び開館時間について、前２項の規定にかかわらず、乙は、必要があると認めるときは、

甲の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めること

ができる。 

 （指定期間） 

第４条 指定期間は、令和××年□□月△△日から令和××年□□月△△日までとする。 

２ 会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 （業務の範囲） 

第５条 条例第△条に規定する業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）本施設の運営に関する業務 

ア 施設の受付、案内業務に関する業務 

イ 施設の利用の許可（取り消しを含む）に関する業務 

ウ 施設の利用料金の徴収に関する業務 

エ 施設の利用に伴う備品類の貸出しに関する業務 

オ その他施設の設置目的を達成するために必要な業務 

（２）本施設の維持管理に関する業務 

ア 施設及び設備の保守点検に関する業務 

イ 施設の清掃に関する業務 

ウ 敷地内の清掃等に関する業務 

エ 備品類の管理・調達 

オ 保安警備業務 

カ その他の維持管理 

（３）その他の業務 
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ア 事業計画書及び収支予算書の作成 

イ 業務報告書の作成 

ウ 事業報告書（収支決算書を含む）の作成 

エ 施設の法定点検、施設点検報告 

オ 研修計画等に基づく職員研修（業務研修、接遇研修、職場内人権研修、市主催の人権研修

への参加等）の実施 

カ 施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録（法定点検、施設点検等）の

報告 

キ 甲（又は教育委員会）と乙との協議により、乙が実施することとなった業務 

ク 甲（又は教育委員会）と乙との協議により、両者が共催で実施することとなった事業に係

る業務 

ケ 施設運営に関し特に配慮すべき事項の業務 

 （業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第６条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって前条で定めた本業務の範

囲の変更を求めることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 業務範囲の変更及びそれに伴う指定管理に係る委託料（以下「委託料」という。）の変更等につ

いては、前項の協議において決定するものとする。 

（開業準備） 

第７条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修

等を行わなければならない。 

２ 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出るこ

とができるものとする。 

３ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じな

ければならない。 

 （本業務の実施） 

第８条 乙は、本協定、募集要項、仕様書、条例、及び関係法令等に従って本業務を実施するもの

とする。 

２ 本協定、募集要項及び仕様書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項、仕様書

の順にその解釈が優先するものとする。 

（再委託の禁止） 

第９条 乙は、規則の規定に基づき、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、本施設

の管理に付随する個別の業務については、この限りではない。 

２ 本業務の一部を第三者に実施させる場合は、あらかじめ甲の承認を得たうえで、すべて乙の責

任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由に

より生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び

増加費用とみなして、乙が負担するものとする。 

 （指定管理委託料の支払い） 

第１０条 甲は、乙に対して指定管理に係る委託料（以下「委託料」という。）を支払う。 

２ 甲が乙に対して支払う委託料の支払い方法等については年度協定に定めるものとする。 

３ 乙は、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。 

 （委託料の変更） 

第１１条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準又は、物価水準の変動により当初合意された委託料

が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって委託料の変更を申し出ることが

できるものとする。 
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２ 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。 

 
 （利用料金収入の取扱い） 

第１２条 乙は、本施設に係る利用料金を当該乙の収入として、収受することができる。 

（利用料金） 

第１３条 利用料金は、乙が、条例に規定する額を徴収するものとする。 

 （利用料金の減免） 

第１４条 利用料金の減免は、乙が、条例に規定する範囲内において実施する。 

 （施設の改修等） 

第１５条 施設の改造、増築、移設については、甲が自己の費用と責任において実施するものとす

る。 

２ 施設の修繕、損傷、資料等の損傷については、指定管理者による施設の管理運営上のリスク分

担表（別紙２）により対応するものとする。 

 （緊急時の対応） 

第１６条 乙は、本業務の実施に関連して災害、事故、利用者の疾患又は負傷、その他緊急事態が

発生した場合は、直ちに事故等の対応をすると共に、負傷者等への応急処置を行い、医療機関へ

搬送、負傷者等の氏名、被害者状況等を確認し、家族等への通報を行う。 

２ 乙は、発生状況をあらかじめ定めた緊急対応マニュアルにより速やかに甲に連絡するとともに、

その処理の経過についても必要に応じて随時連絡する。 

３ 乙は、実地訓練を実施し、緊急に備えなければならない。 

４ 乙は、緊急事態発生後速やかに報告書を作成し、甲に提出する。 

（災害等発生時の対応） 

第１７条 乙は、栗東市が示す指定管理者災害対応の手引きに基づき、災害等発生時の体制を整備

するものとする。 

２ 栗東市地域防災計画に位置付けられている公の施設を管理運営する指定管理者は災害等の発生

時における市による施設の使用に関して、市との間で災害時等における施設利用の協力に関する

協定を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。 

３ 指定管理者は、前２項で定めるもののほか、災害等が発生した場合において、指定管理施設に

おける被災者の援助活動等の実施について本市が協力の要請を行ったときは、指定管理者は当該

要請に協力するよう努めるものとする。 

（危険負担） 

第１８条 管理施設に滅失毀損が生じた場合には、乙が損害を負担する。ただし、その損害の発

生が甲の責めに帰する事由による場合、又は不可抗力｛（「不可抗力」とは、天災（地震、落

雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、人災（暴動、テロ等）、法令変更、疾病・感染

症の大流行、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。）以下同じ。｝に

よる場合はこの限りではない。この場合において、火災保険その他損害を填補するものがある

ときは、甲・乙協議して甲の負担すべき損害額を定める。 

納付金制度を導入した場合は、下記の文言を基本協定書または年度協定書に条文に追加 

 

（納付金の支払い） 

第●●条 乙は、甲に対して納付金を支払う。 

２ 乙が甲に対して支払う納付金の割合は指定管理者業務における利益（自主事業を含む）の

●●％とする 

３ 納付金の支払い方法等については年度協定に定めるものとする。 
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２ 施設の管理に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙の負担において賠償する。ただし、そ

の損害の発生が、甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が負担する。 

３ 施設の管理に伴い、通常避けることが出来ない事由により第三者に損害を生じたときは、甲

がその損害を賠償しなければならない。ただし、乙がその損害を防止する必要な処置等善良な

管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、乙の負担とする。 

４ 乙は、第三者に対して損害の賠償をする場合は、あらかじめ甲の同意を得るものとする。 

５ 管理施設に損害を生じたときは、乙は、事故発生後遅滞なくその状況を甲に通知しなければ

ならない。 

 （守秘義務） 

第１９条 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び

甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはなら

ない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。 

（個人情報保護） 

第２０条 乙は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び栗東市個人情報保護法施行

条例のほか、別紙３の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

２ 乙の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（情報公開に関する事項） 

第２１条 乙は、栗東市情報公開条例の趣旨にのっとり、情報の公開を行うよう努めなければなら

ない。 

（施設内の物品の所有権の帰属） 

第２２条 甲が整備をし、栗東市備品台帳に登録した備品の所有権は、甲に帰属する。 

２ 甲は、前項に規定する備品を乙に無償で貸与する。 

３ 廃棄等が生じた第１項に規定する備品の処置については甲乙協議を行い決定する。 

４ 乙は、第１項に定めるもののほか、乙の任意により備品等を購入又は調達し、本業務実施のた

めに供することができるものとする。ただし、乙が指定管理料で購入した備品の所有権は、甲に

帰属する。 

 （事業計画書及び収支予算書） 

第２３条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに次年度の事業計画書及び収支予算書を提出し、甲

の確認を得なければならない。 

２ 甲及び乙は、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定

するものとする。 

 （業務報告書） 

第２４条 乙は、毎月１０日までに次の各号に示す事項を記載した業務報告書を提出しなければな

らない。 

（１）管理業務の実施状況等を記載した業務報告書 

（２）本施設の利用件数、利用者数及び施設利用料金 

（３）本施設の減免件数、減免人数及び減免額 

（４）その他特に報告を求めるもの 

（事業報告書） 

第２５条 乙は、条例第△条及び規則第△条に基づき、毎年度終了後、４月３０日までに次の各項

に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。 

（１）本業務の実施状況に関する事項 

（２）管理施設の利用状況に関する事項 
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（３）利用料金収入の実績及び管理経費等の収支決算書等 

（４）自主事業の実施状況に関する事項 

（５）その他甲が指示する事項 

２ 乙は、甲が年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り

消された日から３０日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

３ 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に

対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

 （業務実施状況の確認） 

第２６条 甲は前条により乙が提出した事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び本施設

の管理状況の確認を行うものとする。 

２ 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、

実地に調査し、又は必要な指示を行うことが出来る。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況

や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じな

ければならない。 

 （甲による業務の改善勧告） 

第２７条 前条による確認の結果、乙による業務実施が甲が示した条件を満たしていない場合は、

甲は乙に対して業務の改善を期間を定めて勧告するものとする。 

２ 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、改善策を甲に提出し、速やかにそれを実施しな

ければならない。 

（指定管理者の指定解除に係る手続き等） 

第２８条 甲は、条例第△条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる

ものとする。 

（１）乙が前条に規定する勧告をその期間内に実施できなかったとき 

（２）業務に際し不正行為があったとき 

（３）甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき 

（４）乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 

（５）その他、甲が必要と認めるとき 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じ

る場合は、事前にその旨を乙に通知しなければならない。これにより乙に損害・損失や増加費用

が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。 

 （第三者への賠償） 

第２９条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその

損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責

めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙

に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 

 （保険） 

第３０条 本業務の実施にあたり、甲が付保しなければならない保険は、次のとおりである。 

（１）建物総合損害共済 

２ 本業務の実施にあたり、乙が付保しなければならない保険は、次のとおりである。 

（１）施設賠償責任保険 

（２）第三者賠償保険 
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 （不可抗力発生時の対応） 

第３１条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置を

とり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければなら

ない。 

 （不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第３２条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容

や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可

抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合

理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が付保した保険により補てんされた

金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲

が負担するものとする。 

 （不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第３３条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなく

なったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を

免れるものとする。 

２ 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業

務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとす

る。 

 （業務の引継ぎ等） 

第３４条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わ

なければならない。 

２ 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものに

よる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じな

ければならない。 

 （原状復帰義務） 

第３５条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対

して管理物件を明け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲

が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。 

 （備品等の扱い） 

第３６条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。 

（１） 乙は、備品台帳に掲げる備品について甲又は甲が指定するものに対して引き継がなけれ

ばならない。 

（２） 乙の費用で購入した備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収す

るものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指

定するものに対して引き継ぐことができるものとする。この場合の乙の費用とは、甲が支

払う委託料以外の財源を言う。 

 （不可抗力による指定の取り消し） 

第３７条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方

に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。 
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３ 前項における取り消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる

範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。 

 （権利・義務の譲渡の禁止） 

第３８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならな

い。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。 

 （本業務の範囲外の業務） 

第３９条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の

責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。 

２ 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けな

くてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。 

３ 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができ

るものとする。 

 （協定の変更） 

第４０条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、

甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 

（委託料の返還） 

第４１条 甲は、次の各号に該当すると認めるときは、この指定管理者の指定及び本協定を解除し、

乙に対し委託料の全部又は、一部の返還を請求することが出来るものとする。 

（１） 乙が本協定に違反したとき。 

（２） 甲において施設を休廃止しようとするとき、又は甲において施設を管理しようとすると

き。 

２ 前項第２号の規定により解除しようとするときは、甲は、６ヶ月前までに乙にその旨を通知す

る。 

３ 甲は、乙の責めによる解除によって生じた損害は、賠償しない。 

 （外部評価の実施） 

第４２条 乙は、市民サービスの向上を図るため、その指標となる外部評価を年一回実施するもの

とする。 

２ 評価者、評価項目、評価方法等は、事前に乙が甲と協議し、決定するものとする。 

３ 乙は、評価結果を広く市民に通知するとともに、業務改善に努め、事業計画に反映させるもの

とする。 

 （一部管理施設の共有） 

第４３条 甲は、乙の管理施設の一部を、他の団体等に年間を通じて使用させるときは、事前に、

乙に通知しなければならない。 

２ 乙は、他の団体等が、施設の一部を年間を通じて使用するにかかる光熱費等の諸経費について

は、該当団体等と直接協議して決定するものとする。 

 （目的外使用における責任の所在） 

第４４条 前条により、他の団体等が乙の管理施設の一部を使用する場合でも、その施設の管理責

任は、乙に所在する。 

 （解釈） 

第４５条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは

報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を

負担するものと解釈してはならない。 

 （疑義についての協議） 

第４６条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項

については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 
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本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和  年 月  日 

 

甲 

滋賀県栗東市安養寺一丁目１３番３３号 

栗東市代表者 

 栗東市長           印 

 

乙（指定管理者） 

所在地 

名 称  

代表者                印 
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別紙１ 管理施設の概要 

 

① ア．名 称：（施設名） 

  イ．所在地：栗東市○○○ 

  ウ．面 積：  

エ．施 設：  
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別紙２ 

指定管理者による施設の管理運営上のリスク分担表 （負担者側に○） 

種 類 内 容 
分担者 

市 指定管理者 

物価・金利 物価変動による人件費、物品等経費の増及び金利変動によ

る経費の増 
 ○ 

需要の変動 当初の見込みと異なる状況の発生 

（利用者減による利用料金の減など） 
 ○ 

法令の変更 事業者一般を対象とした法令変更に伴う経費  ○ 

指定管理者の行う業務に直接かかわる法令変更に伴う経

費 
○  

税制の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制の変更 ○  

法人としての指定管理者に直接かかわる法令の変更  ○ 

その他の制度変

更 

市の条例・規則等の廃止その他市の行財政運営上の決定に

よる制度変更等による経費 
 ○ 

上記の内、公の施設の廃止その他、指定管理者制度に直接

かかわる制度変更等による経費 
○  

施設・設備・物品

等の修繕及び損

傷 

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責め

に帰すべき事由による施設・設備・物品等の損傷 
 ○ 

施設・設備・物品等の損傷で修繕に係る費用が１件当たり

３０万円以上の場合（注１） 
○  

施設・設備・物品等の損傷で修繕に係る費用が１件当たり

３０万円未満の場合 
 ○ 

 上記以外の施設・設備・物品等の損傷 両者の協議による 

資料等の損傷 

 

 

 

指定管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

第三者の行為から生じた３０万円未満のもので相手方が

特定できないもの 
 ○ 

第三者の行為から生じた上記以外のもので相手方が特定

できないもの 
○  

サービス水準 

 

協定等に定めた管理運営サービスの要求水準と比した実

績との著しい乖離 
 ○ 

協定等に定めた管理運営サービスの要求水準を担保する

ことが不可能な仕様書等の瑕疵 
○  

管理運営上の事

故等に伴う損害

賠償 

施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに帰

すべき行為により利用者に損害を与えた場合又は臨時休

業に伴う損害 

 

○（市が求

償権を行

使） 

 

 

 

 

騒音、振動、悪臭の発生等施設の管理上において周辺住民

等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合  

○（市が求

償権を行

使） 

市の事故等特別の事情により、施設の管理運営業務の継続

に支障が生じた場合、若しくは特殊の事情により管理運営
○  
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サービスの水準及び業務内容の変更をした場合の経費 

 上記以外の場合 両者の協議による 

運営費の上昇 指定管理者側の要因による運営費用の増大  ○ 

市側の要因による運営費用の増大 ○  

債務不履行 市が協定内容を不履行 ○  

指定管理者が業務及び協定内容を不履行  ○ 

住民及び施設利

用者の対応 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者等か

らのクレーム及び建設的提案・意見への対応 
 ○ 

上記以外の、協定書の検討及び見直しに至るような意見へ

の対応 
○  

施設の競合 競合施設による利用者減、収入減  ○ 

不可抗力 天災、人災、疾病・感染症の大流行など市や指定管理者の

責めに帰すことができない事由による業務の変更、中止、

延期又は臨時休業 

両者の協議による 

個人情報の保護 指定管理者の責めに帰すべき事由により情報が漏洩し、又

はこれに伴う犯罪の発生 
 ○ 

事業終了時の費

用 

指定期間の満了又は期間中途における業務の廃止に伴う

撤収費用 
 ○ 

注１：１件３０万円以上の修繕であっても、施設の管理運営上、緊急を要するものなどについ

ては、両者協議のうえ、定めるものとする。 

 

※ 協定書本文に記載の項目の再掲を含む。 

※ 上記以外のことで疑義が生じたときは、両者協議のうえ、定めるものとする。 

 

※ 上記のリスク分担については、施設ごとの性質に応じて決定すること。 
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別紙３ 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、この契約による業務（以下「本件業務」という。）を処理するに当たって

は、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、個人の権利利益

を侵害することのないように個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。特定個

人情報及び個人番号を取り扱うときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）を含む。）その他関係法令を遵守し、個人情

報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 受注者は、本件業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に利用してはならない。なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

る。 

 （従事者等への監督及び教育） 

第３条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者及び従事者（以下「従

事者等」という。）に対し、個人情報の適正な取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育を

行わなければならない。 

 （収集の制限） 

第４条 受注者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を達成する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第５条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情

報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （安全管理措置） 

第６条 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の

安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 （持出しの禁止） 

第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために必要な

範囲を超えて、受注者が本件業務に係る個人情報を取り扱う作業場所から個人情報を持ち出し

てはならない。 

 （複写等の禁止） 

第８条 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために発注者から提供
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を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、本件業務

を効率的に処理するため、受注者の管理下において使用する場合はこの限りでない。 

 （再委託の禁止等） 

第９条 受注者は、本件業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者が書面

により承諾した場合を除き、その取扱いを再委託先（再委託先が受注者の子会社である場合を

含む。）に委託してはならない。なお，再委託した業務をさらに委託する場合も同様とする。 

２ 受注者は,前項の規定による承諾を受ける場合は、業務の着手前に、書面により再委託する

旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、発注者の承諾に基づき本件業務の全部又は一部を再委託先に委託する場合は、再

委託先に対して本特記事項における安全管理措置を講じさせなければならない。 

 （資料等の返還等） 

第１０条 受注者は、本件業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記載又は記録された資料等をこの契約が終了し、又は解

除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に指

示したときは、当該指示した方法により処理するものとする。 

 （従事者等の明確化） 

第１１条 受注者は、従事者等を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しな

ければならない。 

 （作業場所の特定） 

第１２条 受注者は、本件業務に係る個人情報を取り扱う作業場所を特定し、発注者から求めが

あったときは、発注者に報告しなければならない。 

 （報告義務） 

第１３条 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約の遵守状況について発注者に対

して報告しなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第１４条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあ

ることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契

約が終了し、又は解除された後も同様とする。 

２ 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損その他の個人情報の安全の確保に

係る事態が生じたときは、直ちに当該事態が生じた旨を発注者に報告しなければならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 

 （調査等） 

第１５条 発注者は、受注者が本件業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に



 

14 

 

調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めることができる。 

 （指示） 

第１６条 発注者は、受注者が本件業務を処理するために取り扱っている個人情報について、そ

の取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。 

 （契約解除） 

第１７条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約

の解除をすることができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対し

てその損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第１８条 受注者（受注者の再委託先及び受注者の再委託先の業務従事者を含む。）の責めに帰

すべき事由により、本件業務に関する個人情報の漏えい、不正利用その他の事故が発生した場

合、受注者はこれにより発注者又は第三者に生じた損害を賠償しなければならない。 
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（施設名） の管理に関する年度協定書(案) 

 

栗東市（以下「甲」という。）と   （指定管理者）    （以下「乙」という。）とは、令

和××年□□月△△日に、 （施設名） （以下「本施設」という。）の管理に関して締結した  （施

設名） の管理に関する基本協定（以下「基本協定」という。）に基づき、本施設の管理に係る年

度協定（以下「年度協定」という。）を締結する。 

 

（年度協定の目的） 

第 1条 年度協定は、本施設の管理業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務内容及び本業

務の実施の対価として支払われる指定管理委託料を定めることを目的とするものである。 

 

（令和××年度の業務内容） 

第２条 甲及び乙は、令和××年度の業務内容は、基本協定に定めるとおりであることを確認す

る。 

 

（令和××年度の指定管理委託料） 

第３条 甲は、本業務の実施の対価として、金           円（消費税及び地方消費

税を含む。）を四分割して乙に支払うものとする。 

２ 乙は、４月、７月、１０月、１月に指定管理委託料の支払いに関する請求書を甲に送付する

ものとする。甲は、当該請求書を受領してから３０日以内に乙に対して支払うものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第４条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとする。基本

協定にも定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 

 

本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和  年 月 日 

甲 

滋賀県栗東市安養寺一丁目１３番３３号 

栗東市代表者 

 栗東市長           印 

 

乙（指定管理者） 

所在地  

名 称  

代表者                  印 
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指定管理施設におけるサウンディング型市場調査 事務処理要領 

１．実施方法 

(1) 対象施設 

原則として、全ての施設についてサウンディング型市場調査（以下、「調査」という。）

を実施します。（非公募施設も含む） 

 

(2)実施要領の作成 

施設所管課において、調査の実施にあたり、別紙１を参考に実施要領を作成し、また、

民間事業者から指定管理料、指定管理期間やリスク分担などへの意見を聞けるようにサ

ウンディングの項目を明記します。 

  

(3) 調査の実施について公表 

  広く民間事業者の意見を聞くために必ず市ホームページで公表します。 

 

(4) 参加申し込みの受付 

  調査の実施について公表してから２週間程度受付期間を設定し、受付については、グラ

ファーによる電子申請か「サウンディング型市場調査参加申込書」にて行います。 

 

 ※グラファーの申請フォームについては、「サウンディング型市場調査参加申込書」をベ

ースに作成をお願いします。 

 

(5) 民間事業者との対話 

  対面またはオンラインでの個別対話を原則とします。 

  ※対話の対応にあたっては、所属長及び事務担当者の２名以上で対応すること。 

 

(6) 積極的な情報開示 

  調査までに、希望施設の指定管理業務について理解を深めてもらうため、応募者に対し

て、直近の公募の募集要項・仕様書・参考資料などを事前に提供すること。 

また、収支状況や経費（光熱水費や保守点検費用など）の実績などの詳細な情報につい

ても、参入に向けた検討に資するため、応募者の希望に添って積極的な情報提供に努める

こと。 

 

(7) 調査期間 

１ヵ月程度とします。 
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(8) 収集した意見等の取扱い 

意見等については、住所氏名が不明のもの、誹謗中傷にあたると思われるもの、参加

団体に損害を与えるもの等を除き市ＨＰで公開し、必要に応じて当該意見等に対する

市（施設所管課）の考え方を付するものとします。 

 

 (9) 調査の結果 

調査の結果を受けて、効果的と思われる意見は積極的に募集要項および仕様書へ反

映しますが、特定の事業者に有利とならないよう注意すること。 

 

２．サウンディング型市場調査 フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施要領の作成 

ホームページ上で調査の実施について公表 

結果をホームページ上で公表 

募集要項（案）、仕様書（案）へ反映 

参加申し込みの受付期間 

個別対話の実施 【1か月程度】 

【２週間程度】 
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●●施設指定管理者募集に関するサウンディング型市場調査 実施要領 

 

 令和●年●月●日  

 栗東市●●部●●課 

 

１．調査の目的 

栗東市では、民間事業者の専門的な技術やノウハウを活用して公共施設管理運営の効

率化やサービス向上を図る目的で、指定管理者制度を採用しています。 

指定管理者制度の運用にあたって、従来では、市が独自に施設の管理運営方法を定め、

指定管理者はその範囲内で実施する、といった方法を採用してきました。しかしこの方法

では管理運営方法が実情に沿っておらず、民間事業者としてのノウハウを十分に活用で

きないという課題がありました。 

このことから、民間事業者の能力を最大限活用した効率的・効果的な管理運営と、より

良い市民サービスの提供が実現できる管理運営方法に見直すため、サウンディング型市

場調査（以下、「サウンディング」という。）を実施します。 

サウンディングの主な目的は、次の３点です。 

① 市場性の把握（民間事業者の参入意欲がどの程度あるか、など） 

② 参入しやすい公募条件の設定 

③ 自由かつ魅力的な提案の収集 

まずは、民間事業者の皆さまに施設の現状や課題などを知っていただき、そのうえで施

設の公募条件、効率的な管理運営手順、施設の魅力向上、市民サービスの向上などに関す

る様々なご指摘・ご意見等をいただきたく、積極的なご参加をお待ちしております。 

 

２．対象施設 

施設名：●●施設 

所在地：栗東市●● 

 

３．参加条件 

対象施設の管理・運営に関心のある法人等とします（個人の方は参加できません。）。 

 

４．サウンディングの項目 

対象施設について、主に次にあげる内容について意見聴取をします。 

(1) 施設の管理・運営への参画意欲や民間ニーズ 

(2) 民間事業者から見た施設の課題やポテンシャル 

(3) 施設の公募に関すること 

ｱ 公募条件について 

各所管課で設定するこ

と 

別紙１ 
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ｲ 公募資料（募集要項、業務仕様書など）の内容について 

ｳ 指定管理料について 

(4) 民間ノウハウを活用した市民サービスの向上について 

(5) 施設の効果的・効率的な管理運営について 

 

５．参加方法 

  ●月●日までに下記 URLから電子申請にて申込いただくか、別紙「●●施設サウンディ

ング型市場調査参加申込書」をメール、FAX 又は郵便にて送付ください。 

 

URL：https://ttzk.graffer.jp/city-ritto                                    

 

 ※対話日時、方法等については、申請情報や申込書受領後に調整することとします。対話

方法は、原則、対面またはオンラインでの個別対話としますが、その他方法をご希望の

場合は、相談ください。 

ｱ 対面の場合は、市役所本庁舎で実施します。 

ｲ オンラインの場合は、原則 Zoom とします。 

 

６．注意事項 

(1) 次回募集時の指定管理料上限額は開示しません（指定管理料上限額の提示には議会

での承認が必要であるため、サウンディング時点では開示できません。）。 

(2) 対象施設の公募を約束するものではありません。サウンディング結果等によっては

公募しないとする場合もありますので、ご了承ください。 

(3) 対話にあたって、要する費用の弁償や報償はありません。 

(4) 対話内容は、市ホームページにその概要を公開します。ただし、参加者名、参加者の

企業ノウハウに関すること、参加者に損害を与える内容等については非公開としま

す（公開前に、掲載記事についてご確認を依頼します。）。 

(5) サウンディング後に、別途ヒアリングをお願いする場合があります。 

(6) サウンディングへの参加を強制するものではありません（サウンディング未参加で

も、指定管理者募集に申請することができます。）。 

 

  

各所管課で設

定すること 

https://ttzk.graffer.jp/city
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令和７年度●●施設サウンディング型市場調査参加申込書 

申込日 令和●年●月●日 

「●●施設指定管理者募集に関するサウンディング型市場調査 実施要領」の内容に承諾の

うえ、下記の通り申し込みます。 

 

事
ふ

業者名
り が な

  

所在地  

代表者名  

連
絡
担
当
者 

部署・役職  

氏名
ふりがな

  

E-mail  

電話番号  

参加方法 

 対面 

令和●年●月●日～●日の間で希望日時を
指定ください。 
※土日祝日は除きます。開始時間は 9～16時
とします。 
1 施設につき 1 時間～1 時間半程度と想定さ
れます。 
対話日時、方法等については、申請情報や申
込書受領後に調整することとします。 
 
第１希望： 月  日  時～ 
第２希望： 月  日  時～ 
第３希望： 月  日  時～ 

 オンライン 

参加人数    名予定 ※対面の場合は原則５名以内でお願いします。 

 

【提出先】           

栗東市●●部●●課       

担当：●●           

Mail：******@city.ritto.lg.jp 

T E L：077-551-****       

 

参考 

mailto:******@city.ritto.lg.jp



